
 

～ 人の心が織りなす幸せ社会 

“ほっとまち”桔梗が丘 ～ 

 

 

 

  

   
 

 

    

       と き  平成 28 年 5 月 21 日（土） 

午後１時 30 分 

ところ  桔梗が丘市民センター 講 堂 

 

 

桔梗が丘自治連合協議会 

 

桔梗が丘地域フェア 
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ごあいさつ 
 

「平成２８年度定時総会資料挨拶文」 
 

        私たちのまち「桔梗が丘“ほっとまち”」構想の実現に向けて 
 

 皆さま方には、地域ビジョン「桔梗が丘“ほっとまち”構想」の実現に向けてご理解、

ご協力をいただきありがとうございます。 
 
全国的に少子高齢化が進み、地域の課題が山積するなか、国や地方公共団体では、地

域の実情に応じて地域課題を解決し、地域づくりを効率・効果的に進めるため、包括的

住民自治組織（地域づくり組織）を設立し、地方自治体（行政）との連携・協働により、

自主自立の地域づくり（地域内分権）を進めようとしています。 
名張市では、平成２１年度に区長会と地域づくり委員会を一体化した新たな地域づく

り組織を市内１５地域に設立し、当地域は「桔梗が丘自治連合協議会」として平成２１

年１１月にスタートしました。 
 
これまで、住民の皆さまには「地域とのつながりを深めた活力と魅力あふれる良好な

生活の環境の実現」に向けて、地域ビジョン「桔梗が丘“ほっとまち”構想」のもと、

各自治会（区）の活動をはじめ、桔梗が丘自治連合協議会の各委員会・各部会・プロジ

ェクト事業、並びに市民センター事業等の活動にご参加、ご協力いただき厚くお礼申し

上げます。 
 
さて、当協議会は、本年設立７年目を迎えます。桔梗が丘のまちを、より良くしてい

くためには、多くの課題を解決していかなければなりません。 
世代を超えて皆さまの「て」と「こえ」で闊達に、それぞれの事業活動に「集い」「話

し合い」「情報を共有」し、一つひとつの課題を解決し、「桔梗が丘“ほっとまち”」の実

現に向けて進んでいかなければなりません。 
 今後とも、皆さま方のより一層のご支援、ご協力と事業活動へのご参画をお願い申し

上げます。 
 
平成２８年度主要課題 
 １．「小中学校の規模・配置適正化後期計画及び隣接型小中一貫校設置」の検討 
 ２．桔梗が丘市民センター化に伴う運営管理の有り方の検討 
 ３．桔梗が丘自治連合協議会各事業の課題整理と次世代に向けた事業の検討 
 ４．お助けセンターの新規事業「外出支援サービス」「配食サービス」の推進 
   
                   平成２８年５月 
                     桔梗が丘自治連合協議会 

   会長 辻森保蔵 
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定 時 総 会 次 第 
 

１．開会の辞 

２．会長あいさつ 

３．ご来賓あいさつ 

４．議事 

（１）総会成立宣言 

（２）議事録署名人選任 

（３）議長あいさつ 

（４）議案第１号 平成２７年度事業報告及び協議会会計決算の承認に関する件 

（５）議案第２号 平成２７年度“ほっとまち”プロジェクト事業報告及び 

特別会計決算の承認に関する件 

（監事の監査報告後審議、承認の議決） 

（６）議案第３号 平成２７年度公民館事業報告及び公民館会計決算の承認に関する件 

（監事の監査報告後審議、承認の議決） 

（７）議案第４号 桔梗が丘自治連合協議会規約一部改定の承認及び 

公民館管理運営規程一部改定の報告に関する件 

～ 休 憩 ～（新評議員着席） 

（８）総会成立宣言 

（９）議長・副議長選任とあいさつ 

（１０）議案第５号 桔梗が丘自治連合協議会会長等及び理事・監事の承認に関する件 

（１１）議案第６号 平成２８年度事業計画（案）及び協議会会計予算（案）の承認に関する件 

（１２）議案第７号 平成２８年度“ほっとまち”プロジェクト事業計画（案）及び 

特別会計予算（案）の承認に関する件 

（１３）議案第８号 平成２８年度市民センター事業計画（案）及び 

市民センター会計予算（案）の承認に関する件 

５．議長議事終了のあいさつ 

６．閉会の辞 
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議案第１号 平成２７年度事業報告及び協議会会計決算の承認に関する件 
 

 平成２７年度自治連合協議会の主な事業の取り組みとその成果報告及び協議会会計の決算報告を別

紙のとおり行います。 

 なお、平成２８年４月１２日に協議会会計決算及び事業の監査を監事より受け、適正に執行された

ことの承認を得ています。 

別紙１ 平成２７年度委員会・部会事業報告書 

別紙２ 平成２７年度協議会会計決算書 

別紙３ 平成２７年度末の積立金残高及び基金残高報告書 

別紙４ 平成２７年度協議会会計決算監査及び業務監査報告書 
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別紙１．平成２７年度委員会・部会事業報告書 
総 務 委 員 会  

平成２７年度事業計画 実      績 評価及び反省 

１．総務、理事会、自治連合会

等の会議の円滑な運営を

目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．規約、規則、規定等の制定

又は改正による協議会運

営の充実化と円滑化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

３．協議会財務内容を点検し、

財務方針の明確化を目指

す。 

（１）総会の開催 

 平成２７年５月１６日（土）

午後１時３０分から開催さ 

れ、下記事項が承認された。 

 ①平成２６年度事業報告及び

会計決算・監査報告 

 ②平成２６年度公民館事業報

告及び会計決算・監査報告 

 ③平成２６年度“ほっとまち”

プロジェクト事業報告及び特

別会計決算 

 ④協議会理事交代の件 

 ⑤平成２７年度事業計画案及

び、協議会会計予算 

 ⑥平成２７年度公民館事業計

画案及び会計予算 

 ⑦平成２７年度“ほっとまち”

プロジェクト事業計画案及び

特別会計予算 

（２）理事会の定期的開催 

（３）自治連合会の定例的開催 

（４）公民館運営審議会の開催 

 

次のとおり、規約の改正案を作

成した。 

（１）公用車管理規定改定案 

 

（２）自治連合協議会規約の 
改定 

（３）公民館管理運営規程の 
改定 

（４）公民館運営審議会規則 
の改定 

 

 本年度も協議会財政の長期的

安定を図るため、積立金制度を

実施した。 

◎桔梗が丘自治連合協議会とし

て６年目をむかえた諸会議

は、ほぼその目的を達成した

ものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎軽トラが益々利用されやすい

ように改定できた。 

◎公民館の市民センター化にと

もない、関係条文の重複して

いる部分などを精査・整理改

定した。 
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４．指定管理者として、協議会

事業と公民館事業との協

働を図り、相互の事業の充

実化を目指す。 

 

５．協議会事業の成果を高める

ため総務委員会として２

つの事業を実施する。 

①講演会の実施 

 

 

 

 

 

 

②研修会の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額合計 

   ２，８６０，６００円 

（１）車両買換積立金 

   ２２６，９３２円 

 

 公民館展を共催するなど積極

的に協働、充実を図った。 

 

 

 

次の事業を実施した。 

（１）講演会開催 

 平成２７年１１月７日（土） 

 テーマ 
「名張市が目指すまちづくりと

は？公民館はどう変わってい

くのか？」 
講 師 名張市地域部長 
  奥 村 和 子 氏 

 

（２）研修会を開催しなかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

決算額合計 

   ２，１２７，７１２円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎３０名以上の参加を得て、成

功であったと思う。 

関心の高いテーマであり、市

の姿勢や方向性を知ることが

できた。 

今後も、身近な人を講師とし

て、参加しやすい講演を心が

けるべきだと思う。 

 

◎各部会やプロジェクトが各々

研修を積極的に行ない、また

新たに研修するテーマも見当

たらなかった。 

財政難の折、あえて無理に研

修会を行わなくてもいいと判

断し、今年度は見送った。今

後は必要に応じて行っていく

べきだと思っている。 
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企 画 運 営 委 員 会  

平成２７年度事業計画 実      績 評価及び反省 

１．地域ビジョン推進

及び、支援 
 （１）プロジェクト

事業、及び事業間の情

報収集と事業推進 
 ・ふれあい茶房事業 
  （ほっとまち茶房

ききょう） 
 
 
 
 
・子どもたちと地域

の絆づくり事業 
      
 
 
 
 
 
・みどり環境整備保

全事業（桔梗が丘

みどりの会） 
      
 
 
 
 
 ・住居表示設置事業 
 
 
・お助けセンター事 
業 

 
  
 
 
 
 

“ほっとまち構想”事業の推進 

 

 

 

 

茶房開設２年で飲み物提供によるふれ

あいの場として、認知され、さらなる試み

としての歌声喫茶が好評で定着した。 
 公民館内の各種サークル、協議会事業等

に、なごみの茶菓の提供を果たしている。

 

 

 全校区共通活動の通学路花いっぱい運

動として、花作りから、所定場所への移植、

維持管理も年間事業として定着してきた。

子どもたちに、地域の自然・歴史・文化へ

の関心愛着を深める試みとして、教育文化

部会、快適環境部会等との提携事業を企画

した。 

 

 近隣公園の遊歩道整備、枯れ松等の伐

倒、処理が進み、桔梗の森公園の清掃、草

刈等自立費用捻出と自主整備のための業

務は受諾。 

 ２７年１０月ききょう農楽園、快適環境

部会との提携事業の、近隣ハイキングと収

穫祭に、子ども連れが多く１１０名参加 

 

 全区への住居表示設置事業は、全区の自

治会・区の協働作業により、終了しました。

 

 ２７年４月お助けセンター設立 

亀井市長、関係者等参列し、開所式を開催

家事支援事業が本格的な活動を開始し

た。 

配食サービス事業分科会にて、２９年度

開始に向け、調査、準備業務開始 

外出支援サービス事業２８年度実施に

向けて、視察情報収集、及び活動準備業務

 
 

 

 

 

ふれあいの場として、茶菓の

提供準備等、期待されることが

多く、活動メンバーへのボラン

ティア参加が期待される。現在

ボランティアメンバー手一杯

の感。 
 

地域で進める花いっぱい運

動以外、全校区的事業は地域へ

の関心愛着を深める試み等も

含め、学校の課外活動的なアプ

ローチか、地域自治会等との連

携が課題により検討要。 

 

 

 整備成果として、遊歩道の周

知が今一つされていない感が

する。近隣ボランティアメンバ

ーと景観、整備の共通認識が不

足。 

みどりの会活動と成果のＰＲ

が必要。 

 

表示物の追加、補修等による

地域の安全維持の継続が必要 

 

南公民館に事務所設置、家事

支援用具用品置き場も設置。 

 現在、事務所業務は、家事支

援中心だが、２８年度外出支援

の活動開始、及び、南公民館厨

房改装による、２９年度配食事

業開始に当たっては、事務所及

び、事務業務等の場所、要員等
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・ききょう農楽園事 
 業 

  
 
 
 
 
 
 
 
（２）各事業の PR、

コミュニケーション、

調整事業助成 
      
 
 
 
 
２．“桔梗が丘地域フェ

ア“の開催 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
３．各部会事業への支

援活動等 
 
 
 
 
予算額合計 
１５０，０００円 

開始 

 

開墾足かけ３年目。中型耕運機購入。 

現在使用中の大型耕運機は、借用品で、２

８年度返却。 

物入れ小屋、耕運機保管用掛け屋根完成。

器具、備品の購入、保管収納が出来る。作

付物は根菜類の試験から、本格的植え付

け、種撒き開始。 

 みどりの会と収穫祭等提携事業も行っ

た。 

 

 各プロジェクト事業の提携、情報交換

は、企画運営委員会のメンバーが各事業へ

参画し、調整した。 

 

 

 

 

 

・日時：１１月２９日(日) 
 会場は、講堂 
・それぞれ、ブースを設けて、活動内容を

披露し、人材、メンバー募集も兼ねた。

 ・ポスター 全地区に掲示、各戸配布 
・協議会部会、プロジェクト事業、自治

会合同で、公民館展のように、事業の

内容を、パネル板に、写真等を掲示し

住民にアピールするフェアを開催し

た。 
  参加者１００名余 
 

積極的な支援ではなく、メンバー各自が個

別事業へ参加した。 
以下業務項目には手つかず。 
・コミュニティビジネスの検討、情報収集。

・事業部会に対する新規事業の提案 
・事業部会の事業評価システムの検討 
 

  決算額合計 １００，４３５円 

の対応が必至である。 

 

 ７５０坪、開墾終了するも、

礫石、小石がまだまだ多く、本

格的な耕作地としてはまだ遠

く、植え付け、種付けも実入り

が悪く、地道な、石拾いと土づ

くりが必要。 

 地域との交流に、収穫物の活

用、販売提供が出来ると良い。

 

 

一般事務、会計事務機能と受

付業務等を専従により各プロ

ジェクト事業の負担軽減、利便

性の検討が必要である。 

各プロジェクト事業共、共通

は、活動メンバーの参加を増や

すことが喫緊の課題 

 

関係者の出席がほとんどで、一

般の参加が少ない。入りにく

い、会議のような、雰囲気では

なく、オープンなお祭り的雰囲

気で誰でもが気軽に立ち寄れ、

協議会活動が楽しいもので、一

緒に活動していこうという趣

旨がわかる工夫が必要。 

 

 

 

 

各プロジェクト事業と、部会活

動、公民館主催活動と共通事業

等の協同化の検討が必要。 
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広 報 委 員 会  

平成２７年度事業計画 実 績 評価及び反省

１．広報活動の理念と役割 
桔梗が丘自治連合協議会の活動・情報・告知

を地域住民に伝え、桔梗が丘の発展の橋渡し

を担う 
 

２．桔梗通信 
  ①・桔梗が丘全世帯（約 5400 戸）に配布する

桔梗が丘自治連合協議会の機関紙と位置付け

る。 
・読んでもらえる記事内容、楽しんでもらえ

る写真、予定を組んでもらえる開催のお知ら

せなど、地域住民に密着した情報の提供 
  ②取材基本 
  ・現地取材と会見を基本に、三面鏡式で取材

  ・全国紙、タウン紙には無いネタで勝負 
  ③ 編集基本 
  ・拾い読みが出来る紙面の構成と引きつける

見出し(編集長ソフトの採用) 
  ・用字・用語は、共同通信社の記者ハンドブ

ックに従う。難解な熟語には註を付記する 
  ④ 改善の取り組み 
  ・従来五回の年間発行回数をアップしてタイ

ムリ－な報道に取り組む。コストが課題 
  ・ソフトな紙面、構成を目指し、女性記者の

育成 
  ・単区情報の記事の充実 
  ・桔梗通信の改名（理事会に提案後） 
予算額 ３２７，０００円 

 
３．ホ－ムページの見直し 

ホ－ムページを利用している住民は少ない

のが現実であるが、来訪する他市の自治会は

議事録の詳細を熟知して質問される。全国が

相手の、桔梗が丘自治連合協議会の顔といえ

る。 
・改善の取り組み 

   ① 検索が出来ない 
   ② 同じタイトルの情報が重複して掲載して

 

 

 

 

 

 

  協議会の部会とプロジェク

トの活動を中心に報じた。テ－

マが昨年と同じようになるも

のは、見出しや、写真の角度な

どを変える工夫をした。記事で

は関連するものを加えて膨ら

ませた。 

 

   

  写真は見やすくするために、

版下の編集で彩度を上げるな

どの対策を行った。 

 編集長ソフトの導入はでき

なかった。 

  改善の取り組みは出来てい

ない。 

 

 

 

 

 

決算額 ２９１，２８１円 
 

 ホームページの見直しは、桔

梗通信の貼り付けを試行中で

す。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真はモノク

ロながら、きれい

に仕上げること

ができた。 
 

改善の取り組み

は、２８年度の計

画で再度挑戦す

る。 
 
 
 
 
 
 桔梗通信の貼

り付けでは、写真

の精度が課題と

なったので向上

を目指す。 

 その他は２８

年度の課題とし

て再度取り組む。
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いる 
   ③ 桔梗通信は貼り付けで良いのでは 
   ④ 住民広場の投稿は無い状態 

など委員会で検討し理事会に諮問する。 
    予算額   ホームページ管理費  6,000 円 

        システム更新費     30,000 円 
      合計 ３６，０００円 

 
 
 
予算額合計   ３６３，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算額 
ホームページ管理費 

  5,466円

システム更新費      0円 

合計  ５，４６６円 
 

決算額合計  ２９６，７４７円 
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健 康 推 進 部 会  

平成２７年度事業計画 実 績 評価及び反省  

１．敬老の日の行事 

永年、社会の発展に貢献された高齢

者のご苦労をねぎらい、長寿を祝

い、高齢者が自ら生活向上の意欲を

高め、地域のみんなが地域福祉、高

齢者福祉に資することを目的にす

る。 

予算額 ７００，０００円 

 

２．ききょう健康まつり 

地域の皆様が健康について考え再

認識していただき、又暮らしの中で

健康作りを考え実践し、いきいきと

した桔梗が丘を目指すことを目的

とする。 

 

 

予算額 ２００，０００円 

 

３．ニュースポーツ世代間交流大会 

スポーツを通じ地域の交流の輪を

広げ、明るく活力ある地域社会を推

進する、又親子や住民間の親睦及び

絆作りを推進する。 

 

予算額 １００，０００円 

 

４．体操会との協働事業 

地域区で実施されている体操会（ラ

ジオ体操）をより充実させるための

協働事業  

夏休み期間のラジオ体操へ地域内

の小学児童の参加を促す目的で、皆

勤賞・参加賞等の費用の一部を補助

する。 

 

 

 

実施日：平成 27 年 9 月 21 日 

＊70 歳と 88 歳の方に長寿記念

品（＠2,000 円の商品券）を贈

呈、対象者 233 人 

(70 歳 175 人・88 歳 58 人) 

 昨年度比 ▼84 人減 

70 歳以上 3,058 人△83 人増 

決算額 ４６６，０００円 

 

場所：桔梗が丘公民館 

実施日：平成 27 年 11 月 3 日 

（歯チェック、健康体力測定、

骨密度測定、健脚チェック、メ

タボチェック、スクエアステッ

プ、リズム体操、名張バリバリ

体操、健康茶の試飲、ビンゴ大

会） 

決算額 １０３，３０６円 

 

実施日：平成 28 年 3 月 2６日 

場所：桔梗が丘小学校体育館 

及びグラウンド 

・クロリテイー 

・カローリング 

・ストラックアウト（新種目）

決算額  ６２，５０９円 

 

朝の体操の意義と開催情報の

広報 

夏休み期間中、子供たちを集め

ラジオ体操を実施した下記の

体操会・地域に、申請に基づき、

参加賞・皆勤賞等の費用の一部

を負担した。 

（300 円/人） 

・ 桔梗が丘体操会 

・ 5 番町 1区 

・ 4 番町 

終戦 70 年に当たり 

長寿記念品対象者は一時的に

昨年度より減少したが、70 歳

以上の高齢化は進んでおり、

次年度から 70 歳記念品対象

者は大幅に増加の見込みであ

る 

 

 

参加者 約 200 名 

主な参加者 

骨密度測定 119 名 

野菜ビンゴ 198 名 

名張市病院医師による健康よ

ろず相談も実施 

今後も内容の充実・運営方法

を改善し、更に多くの住民の

参加を促したい。 

 

合計約 100 人（児童 20 人・ボ

ランティア、スタッフ含む)

の参加で世代間の交流の場が

出来、楽しくゲームが出来た。

マンネリ化しないよう新種

目や運営方法の改善で充実を

図る 

 

各地域の体操会と協働で、朝

の体操の継続・発展を図って

いった。 

朝の体操は健康の源であり、

実施地域の拡大、参加者を増

やすことが重要 

 

夏休み参加児童数 

  327 名 

昨年度より、75 名参加児童は

増えている。 
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予算額 １００，０００円 

 

５．ききょう健康講座 

生活習慣病の予防や暮らしの中で

みんなが健康について考え実践し

ていくことをテーマに「ききょう健

康講座」を開催して地域の皆様に健

康告発を促していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 桔梗が丘南 1・２・３地区

・ 桔梗が丘西地区 

決算額  ９８，１００円 

 

１）ベルフラワー教室 

・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予防教室 

・保健師・歯科衛生士による健

康指導 

・講師による筋力ｱｯﾌﾟ体操 

・健康相談 

・保健ｾﾝﾀｰ・まちの保健室の協

力で実施 

・実施は１部 4 月～9 月、月２

回合計 12 回 

・２部 10 月～3月、月２回合計

12 回 

年間で合計 24 回実施 

決算額 120,000 円 

２）健康に関する講演 

楽しい健康つくり講座 

実施日：平成 28 年３月 26 日

（土） 

場所：桔梗が丘公民館 

・テーマ 脳の老いと物忘れ 

     そして認知症 

・講師  上野病院  

     平尾文雄院長 

決算額 16,475 円 

３）健康リズム体操 

合計５回実施した 

実施日①平成 27 年 6 月 26 日 

   ②      9 月 3 日 

③     11 月 27 日 

④平成 28 年 1 月 29 日 

⑤     3 月 11 日 

・場所：桔梗が丘公民館 

・講師：竹政悦子先生 

決算額 36,299 円 

４）桔梗が丘げんき通信の発行

・広報誌を発行する（回覧） 

 

 

 

 

・メタボや歯の講義・計測で

健康チェックができた 
・筋力ｱｯﾌﾟ体操で筋力増進が

できた。 
・参加人数 
4 月～9 月は 30 名、10 月～3
月は 30 名  合計 60 名 
全戸配布広報により参加者が

大幅に増えた。 
 

 

 

 

 

参加者２０５名 
関心の高いテーマであった事

と、情報誌「YOU」でも広報

した結果、地域外 16 名を含む

予想外の多数の参加であっ

た。 
今後もタイムリーなテーマを

選定する。 

 

 

参加者 1８４名（５回合計）

昨年度 3 回から運動の不足が

ちな冬季に 2 回増やして実施

した。 
正月明けの 1 月には約 50 名

の参加があり、冬季における

運動のニーズの高さを実感し

た。 
 

 

まちの保健室の協力も得て、

元気な高齢者の紹介、健康推
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予算額 ３１０，０００円 

 

６．市の集団がん検診 

市の集団がん検診を桔梗が丘で実

施（桔梗が丘地域対象） 

 

 

 

 

予算額 １０，０００円 

 

予算額合計 

 １，４２０，０００円 

 

 

 

 

 

・月１回合計 12 回発行した 

決算額 1,000 円 

 

５）ウオーキング 

10 月 17 日（土） 

東青山四季の里で、初めての

試みであるノルディックウ

オーキングを実施した（昨年

度は雨天で中止） 

決算額 46,431 円 

６）生活習慣病予防料理教室 

市の健康支援室の講義の後、調

理。３回実施した 

・第 1回 7 月 24 日 

   高血圧予防レシピ 

・第 2回９月 29 日 

   脂質異常予防レシピ 

・第 3回 11 月 24 日 

   カロリーバイキング 

決算額 14,637 円 

・会議費・雑費 

決算額 27,728 円 

決算額 ２６２，５７０円 

 

実施日：平成 27 年 11 月７日 

場所：桔梗が丘小学校 

・肺がん、大腸がん、胃がん 

乳がんマンモグラフィ、子宮が

ん、 

健康推進部会は会場設営・受

付・駐車係を担当 

決算額 ９，０００円 

 

決算額合計 

１，００１，４８５円 

 

 

進部の事業案内、季節ごとの

健康豆知識等の広報ができ

た。 
参加者 68 名 
ノルディック講師 2 名の指導

による練習、ゲームの後、ハ

イキングコースを実践で歩い

た。ノルディックへの関心が

高かった。 
 

３回で合計８７名参加 
名張市食生活改善推進協議会

の指導のもと健康レシピを体

験 
低カロリーでも美味しい料理

を広める 
カロリーバイキングは日常の

カロリー摂取量について見直

すいい機会となった。 
 

 

 

 

 

受診者数 

胃がん   63 名 

大腸がん  82 名 

肺がん   57 名 

乳がん   64 名 

子宮がん  47 名 
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住 民 交 流 部 会  

平成２７年度事業計画 実      績 評価及び反省 

１． 桔梗が丘夏まつり 

子どもから大人まで地域住 

民が参加し、様々な催しを楽

しみ親睦を深める。又地域の

人々に地域住民の交流を発信

する場とする。 

実施予定日 

平成２７年８月２２日（土） 

実施内容 

① 模擬店、 

② 盆踊り、 

③ パレード、 

④ アトラクション、 

⑤ 模擬店利用券の配布 

その他 

 ・駐車場の確保 

 ・シャトルバスの運行 

・会場警備を警備会社と消防

団に依頼。 

 

 
予算額 ８８０，０００円 

 
２．ハッピーニューイヤー 

ききょうフェスタ 

・新年を祝う行事として位置付

け、桔梗が丘住民相互の親睦を

図り、住民参加・住民自身でま

ちづくりを推進していこうと

する意識を高める。 

・対象は桔梗が丘地区住民。 

・内容 

① 世界のおもちゃ体験 

② 科学あそび教室 

③ お菓子屋台村 

④ 豚汁、赤飯振る舞い 

 

 

１． 桔梗が丘夏まつり 

実施日：平成２７年８月２２日（土）

１６時半より桔梗が丘商店街に於い

て開催。参加人数 約 9,000 人 

・イベント内容  

① 模擬店は３３店が出店。フリー

マーケットは３店。 

② 盆踊りは、地域の婦人会を中心

に住民総踊りの形式で実施した。

③ 桔梗丘高校吹奏楽部パレード

は舞台で演奏。 

④ アトラクションは桔”ずセミナ

ーの太鼓とよさこいソーラン、ジ

ャズダンス、フラダンス、伊賀琉

真太鼓 

⑤ ２５０円の模擬店利用券を地

域の全戸に配布。 

その他に地域への告知をポスター、

回覧及び当日の開催を広報車で案内

した。 

 
  決算額    ７０３，９２４円 

 
２．ハッピーニューイヤー 

ききょうフェスタ 

実施日：平成２８年１月９日（土） 

・実施にあたっては、世界のおもちゃ体

験を地域福祉部会、科学あそび教室は

教育文化部会の協力を得て実施した。

・参加者は２６９人（乳幼児６９人、小

中学生９７人、成人１００人） 

・スタッフは５０人が協力。 

 

 

 

 

 

 

 
・開会前に少し雨が降った

が、大きな事故や怪我なく無

事終えることができた。 

・模擬店の利用券は１人当た

りの金額を減らし枚数を増

やしたが、交換できない人も

いた。次年度は約５０枚程度

増やすようにしていきたい。

・盆踊りを２部制にし、親し

みやすい曲目（妖怪体操第

１）を入れたことにより小さ

い子の参加が増え、例年以上

に盛り上がった。 

・多くの参加者のため、トイ

レを待つ人が例年以上に多

かった。 

 
・次年度の開催は８月２０日

（土）を予定。 

 

 

 
・園･学校が新学期を迎えて

からの開催となったが、天候

にも恵まれ、例年と同程度の

参加者を得ることができた。

・メインのイベントは、「世

界のおもちゃ体験」を地域福

祉部会の協力で、「科学あそ

び教室」は教育文化部会との

協働事業として、スムーズに

進行できた。 

・ハッピーニューイヤーの行

事は、次年度、日曜日の開催

を考えたい。 
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 ＜どんど行事＞ 

ききょうフェスタの一関連行

事として位置付け、地域の伝統

行事として育てると共に、地域

住民の交流を図る。 

   

 

 

 
予算額  ２５０，０００円 

  

 
予算額合計  

    １，１３０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日：平成２８年１月１６日（土） 

① どんど焼き 

② 振る舞い（カップ麺等） 

・参加者は約５００人、スタッフは３０

人で地域の方々の協力も得ることがで

きた。 

・カップ麺は用意した約５００食を振る

舞った。 

       
決算額  ２４８，７７０円 

 

 
決算額合計 

         ９５２，６９４円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新年を迎えた行事として他

地域でも行われているが、桔

梗が丘地域でもどんど保存

会として数年の歴史を数え、

地域の人々にとっても伝統

を感じる行事となってきた。
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教 育 文 化 部 会  

平成２７年度事業計画 実 績 評価及び反省  

１）第 11 回桔’ずセミナー 

地域の子ども達が地域の大人

と共に、学びながら触れ合うこ

と。 

 

 

 

 

 

予算額：３１０，０００円 
 

２）第 19 回青少年が語る 

「こころの思い発表会」 

子どもの思いを作文発表する

ことで理解していただき、地域

の大人と子どもの距離を縮め

る。子どもを守り育てる活動に

繋げる。 

 

 

予算額：１６７，０００円 
 

３）第 19 回ふるさと歴史ハイ

キング 

地域の大人と子どもとの交流

を図りながら、地域の歴史を学

びふるさとを愛する心を育て

る。 

予算額：４０，０００円 
 

４）私の 1冊文庫 

 

 

 

予算額：１６，０００円 
 

５）名張市社会福祉大会表彰 

 
 

予算額合計 ５３３，０００円 

実施：夏休み（4回）冬（1回） 

内容：（夏）料理・科学・囲碁・手芸・

よさこいソーランの５講座開催。よさこ

いソーランは桔梗夏祭りに参加。 

（冬）料理・科学・手芸の３講座開催。

ハッピーニューイヤーフェスタ 

科学遊び「LED を使った簡単な灯り」 

「ギフトボックス」 

参加者：延べ 1,123 人 

決算額：２９４，８２３円 
 

実施：10 月 24 日（土）公民館展に協賛

参加者：約 200 人 

発表者：15 人 

（地区内小・中学校各 3人） 

演奏者：桔梗が丘中・北中 

要約筆記：3人 

来賓：雪岡 正明 先生 

募金額：20,000 円 

冊子配布：作文を冊子にして配布 

決算額：１６０，９０１円 
 

実施：11 月 7 日（土） 

参加者：52 人（子ども 3人） 

講師：門田 了三 先生 

内容：「秋の美旗を歩こう」 

 

 

決算額：３６，４３０円 
 

実施：毎週月曜日読み聞かせ事業 

絵本展「本とあそぼう」 

実施：7月 20 日～25 日 

参加者：約 200 人 

決算額：１６，０００円 
 

実施：11 月 15 日 

参加者：3人参加 
 

決算額合計 ５０８，１５４円 
 

多くのボランティアの協

力を得ることが出来た。

延べ人数で中学生（16

人）大人（161 人）。 

多くの子どもが参加して

くれ皆熱心であった。 

大人と触れ合いが十分で

きた。 

若いボランティアさんの

協力をお願いしたい。 
 

発表者は内容もよく、は

っきり発表が出来た。 

音楽部の募金は多くのご

支援をいただいた。 

ギャラリーの騒音が気に

なった。 

 

 

 

 
 

天候が良く無事に終える

ことが出来た。 

子どもの参加をもっと増

やしたい。 

 

 

 
 

絵本展には多くの方に来

ていただいた。 

 

 

 
 

桔梗が丘地域内の子育て

支援 
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生 活 安 全 部 会  
平成２７年度事業計画  実   績 評価及び反省 

１．普通救命講習会開催 

（年度内 ２回開催） 

 

 

 

 

予算額  １，０００円 

 

２．防犯パトロールの実施 

青色回転灯パトロール 

 

 

 

予算額 ５８，０００円 

 

３．命の笛贈呈 

 

 

 

予算額 １５，０００円 

 

４．桔梗が丘自治連合協議会

自主防災隊 

 

 

５．桔梗が丘の危険箇所の解

消、改善の取り組みを促

進 

 

６．環境ねっとプロジェクト 

１）町内表示板の追加設置 

２）住居番号（地番）表示

板の追加設置を実施する 

 

７．消火栓にホースを接続し

た訓練を実施 

 

予算額 ４６，０００円 

 

予算額合計１２０，０００円 

平成２７年１２月５日（土） 

参加者 １２人 

 

平成２８年３月２６日（土） 

参加者  ８人 

合 計 ２０人 

  決算額    ５５１円 

 

桔梗が丘防犯パトロール隊 

青色回転灯装着車 ２台 

月４回、毎回約１時間桔梗が丘地区

を巡回した。現在隊員   ６名 

     延べ参加 １２６名 

  決算額 ４０，０３１円 

 

小学校入学生に贈呈   

桔小１００個  東小３０個 

南小４０個 

贈呈は地区福祉部会の方に依頼 

 決算額 １２，７５０円 

 

防災訓練の実施 

各地区において、年１回は実施し、

住民の防災意識の高揚を図る。 

 

各区長、自治会長等にお願いし、当

部会も協調・協力して、危険個所の

解消に取り組んでいる。 

 

町内表示板    ９６個 

住居番号表示板 ７６１個 

 

 

 

平成２７年７月１９日 

 三重県消防学校訓練施設 

 参加者 １３人 

   決算額  ３８，１４０円 

 

決算額合計   ９１，４７２円 

多くの人が参加してくれるよ

うに、募集の方法を考えなけれ

ばならない。 

 

 

１９回 延べ３２５人受講 

 

 

隊員６名と少人数であるが地

域の安全、安心を守るため引き

続き気を引き締めて実施する。

隊員の増加、若返りが今後の課

題。 

 

 

３小学校の入学児童等に贈呈

した。（転入生、紛失生含む）

 

 

 

 

各地域において実施している。

実施時には、訓練用ベストを着

用するようにお願いしている。

 

 

 

 

 

住居表示板設置事業終了 
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快 適 環 境 部 会  

平成２7年度事業計画 実      績 評価及び反省 

Ⅰ 環境を守る活動 

１．公園美化運動（みどり環

境保全整備事業「桔梗が丘み

どりの会」との連携） 

桔梗の森公園のクリーン活動

を偶数月第１月曜日に実施す

る。 

予算額 ４３，４００円 

 

２．桔梗花いっぱい運動 

近隣公園にキキョウの花を植

栽し、桔梗が丘の里山花景観の

復活を図る 

内容：①４月にポットに種子を

撒き、苗を育てる。発

芽し生育すると、公園

に移植する。 

   ②2-3 月に苗を購入し公

園に移植する。 

予算額 ３７，２００円 

 

 

 

３．公園内案内板の設置 

桔梗の森公園・野鳥公園に公園

散策を楽しめるよう案内板を

設置 

予算額 ７０，０００円 

 

４．名張市クリーン大作戦２０

１５ 

名張市クリーン大作戦に参加

するとともに、同作戦の趣旨に

賛同して活動する自治会を奨

励する。実施：５月３１日（日） 

予算額 １１０，０００円 

 

 

 

桔梗の森公園クリーン活動 

６月,８月,10 月,12 月,２月、第１

月曜日 午前９時―１１時）実施、

５回延べ約１３０名参加 

 

 

決算額 ４２，２６５円

 

（４月） 

・種子を撒いて苗を生育 

（６月，８月） 

・種子より育成した桔梗苗約１６

０株を希望者に配布 

（12 月，２月） 

・育成した桔梗約２５０株と緑の

募金交付分約１００株（「桔梗が丘

みどりの会」が交付を受けたもの）

を合わせて桔梗の森公園に移植 

決算額 ３０，３７０円

 

 

 

桔梗の森公園に案内看板を設置 

公園名看板３、野鳥看板２、昆虫

看板１、植物看板１ 

 

決算額 ９０，１８０円

 

名張市クリーン大作戦に参加 

５月３１日実施、参加者約３０人

協賛自治会（１０自治会） 

1 番町、2番町 1―2区、4番町、5

番町 1－3区、南 1－3区 

 

決算額 ３８，５５０円

 

 

 

桔梗の森公園クリーン活動は

定着してきたが、女性参加者の

拡大が課題である。 

 

 

 

 

 

種子から多くの苗を育てるこ

とが出来るようになった。苗を

希望者に配布し、大きく育てて

その一部を公園に移植しても

らうようお願いしたが（桔梗苗

里親制）、十分徹底することが

出来なかった。しかし購入分も

含めて桔梗の森公園に多くの

苗を移植したので、来年度が楽

しみである。今後は他の近隣公

園や街区公園にも広めていき

たい。また、「桔梗苗里親制」

も徹底していきたい。 

 

桔梗の森公園の散策が楽しめ

るものと期待している。他の近

隣公園でも必要な案内看板設

置を進めていきたい。 

 

 

継続して参加自治会の広がり

を求めていきたい。 
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Ⅱ 環境を知る活動 

１．ホタル観賞会（桔梗が丘 5

番町、シャックリ川） ６月１

３日(土) 

 

２．近隣公園を巡るハイキング 

野鳥公園を中心とした桔梗が

丘西付近のハイキングを、「ほ

っとまちプロジェクト事業」と

連携して実施する。野鳥公園で

は「桔梗が丘みどりの会」が開

設した遊歩道を歩き、農園では

収穫されたばかりの作物を通

じて「農楽園」と交流を図る。 

１０月３１日（土） 

 

３．桔梗の森公園いきものウォ

ッチング 

① 初夏の生きものウォッチ

ング ６月２７日（土） 

 

② 夏休み生きものウォッチ

ング ８月１日（土） 

 

③ 冬の生きものウォッチン

グ（バード・ウォッチング）(桔

梗の森公園、西徳明池など) 

平成２８年１月１６日（土） 

予算額 ５７，０００円 

 

予算額合計 ３１７，６００円 

 

 

・ホタル観賞会（5 番町シャック

リ川） 

６月１３日、約１３０人参加 

 

・近隣公園めぐりハイキング＆農

楽園収穫祭 

蔵持里・西原の初瀬街道史跡や桔

梗が丘西の街道址や野鳥公園を巡

るハイキングを行い、農楽園での

収穫祭に参加し、住民交流を図る。

収穫祭では豚汁と焼き芋を賞味。

１０月３１日実施 

参加者約１１０人（子ども２０人）

 

 

桔梗の森公園で自然観察会を実施

 

・６月２７日、桔梗の森公園、参

加者２３人（子ども３人） 

 

・８月１日、桔梗の森公園、参加

者３４人（子ども１１人） 

 

・平成２８年１月１６日、桔梗の

森公園、西・東徳明池付近、参加

者３５人 

 

決算額 ２１，９６８円

 

決算額合計 ２２３，３３３円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然を楽しみ観賞する中で、身

近な自然について考える機会

になった。 

 

「ほっとまちプロジェクト事

業」とのコラボ事業であった。

予想以上に多くの参加者があ

り楽しい住民交流を図ること

が出来、大成功であった。 

今後もコラボ事業を企画して

いきたい。 

 

 

 

 

参加者が多く、身近な自然を知

りたいという思いを多くの

方々がお持ちであることがわ

かった。これからもこの行事シ

リーズを続けていきたい。 
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地 域 福 祉 部 会  

平成２７年度事業計画 実      績 評価及び反省 

１． 高齢者、障がい者等への友愛訪

問活動  

   

 
予算額  ３０，０００円 

 
２．年末友愛訪問    

   

 

 

 

 

 
予算額 ２３０，０００円 

 
３．高齢者のつどい 

 

 

 

 

 

 
予算額 ２２０，０００円 

 
４．いきいきサロン 

  
予算額 ５４０，０００円 

 

 

 
５．障がい者グループホーム交流会 

 

 

 

 

 

 

 
予算額  ６０，０００円 

・毎月１回、第 3 金曜日定例会後「陽

だまり」を持って訪問。 

・１回当たり約 850 枚で、回覧を含

め年間約 12,000 枚を印刷。 

決算額  １９，４４０円 
 
プレゼント（チョコレートとホット

カイロ）を持って訪問。 

・７５歳以上の一人暮らし世帯。 

・７５歳以上の高齢者のみ世帯。 

・重度の寝たきりや認知症の方等 

特に見守りの必要な世帯。 

（570 世帯） 

 決算額  ２３４，０７６円 
 
・平成 27 年 5 月 24 日（日）、地域

の 80 歳以上の方のつどい。 

参加者 

高齢者    151 人 

自治会長・区長    22 人 

民児協     29 人 

・参加者会費     500 円 

 決算額  ２１２，２３２円 
 
・地域内の 13 箇所で実施。 

  
決算額 ５４０，０００円 

 

 

 
・11 月 8 日（日）地区内の 6 箇所

のグループホームとの交流会。 

参加者 

グループホーム入居者  15 人 

ワーカー        7 人 

来賓           8 人 

民児協         28 人 

合計          58 人 

 決算額  ５５，０８０円 

・各戸にできるだけ声をかけ

安否を確認している。 

・活動に理解を深めるため、

年 3 回各地域で回覧してもら

った  
 
・年に一度のプレゼントを心

待ちにしている人が多い。  

  

  

 

 

 

 
 
・元気な高齢参加者が増え、

年１回の出会いを楽しみにし

ておられる。 

  

  

 

 

 
 
・近隣の絆づくりに役立って

いる。 

・各地域で多くの方の協力を

得て、充実した活動になっ

ている。 

 
・各ホーム共楽しみに待って

くれている。  

・参加者同士お互いに交流を

深めることができた。  
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６．赤ちゃん、ちびっ子「なかよし 

ひろば」   

    

 
予算額  ５０，０００円 

   
７．地域高齢者への配食と見守りの

協働事業  

  
予算額  ６０，０００円 

    

 
  予算額合計  

１，１９０，０００円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・毎月１回、第 3 火曜日に未就園児

とその母親が参加した。 

参加者：毎回約 90 人 

   
  決算額  ６８，０００円 

         
・「いこい」「友～友」の２グルー

プの配食事業との協働事業として

実施。    

  決算額  ６０，０００円 

   

 
決算額合計 

  １，１８８，８２８円 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・母親の育児相談、友達づく

りの場になっている。  

・参加者が増えたのでマット

を購入した。 

  

  
・声かけや、見守り活動を兼

ねての配食は大変意義深い。
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別紙２ 平成２７年度協議会会計決算書 

 



- 22 - 
 

別紙３ 平成２７年度末の積立金残高及び基金残高報告書 

平成２８年３月３１日現在 

1.  財産目録 
                                       （単位：円） 

資 産 の 部 負債及び正味資産の部 

現  金 ２７４，８５６ 未払金（＊） ９１３，４５２

預  金 ３，０１５，５０２ 正味資産 ２，３７６，９０６

合  計 ３，２９０，３５８ 合  計 ３，２９０，３５８

   ＊未払金の内訳 

    ① 公民館職員給与 ６８６，５２０ 

    ② 積立金     ２２６，９３２ 

 

 

２．平成２７年度末の積立金残高（＝普通預金及び定期預金残高） 

                                       （単位：円） 

 
財政調整積立金 自然災害積立金 車両買換積立金 有事の助け合い基金

（普通預金） （普通預金） （普通預金） （普通預金） 

繰 越 金 １，５００，７１８ １，５００，７１８ ４３５，７４７ ４１７，５５３

増加 積立 － － ２２６，９３２ － 

 利息 ２４７ ２４７ ６９ ８９

 計 ２４７ ２４７ ２２７，００１ ８９

減 少 － － － － 

残 高 １，５００，９６５ １，５００，９６５ ６６２，７４８ ４１７，６４２

   車輛買換積立金の増加額（226,932 円）については期末時点で未入金である。 
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議案第２号 平成２７年度“ほっとまち”プロジェクト事業報告及び特別会計決算の承

認に関する件 
 
平成２７年度の“ほっとまち”プロジェクト事業報告及び特別会計決算の報告を次のとおり行います。 

     １．ほっとまち茶房ききょう事業 

     ２．子どもたちと地域の絆づくり事業 

     ３．みどり環境整備保全事業 

     ４．住居表示設置事業 

     ５．ききょう農楽園事業 

     ６．桔梗が丘お助けセンター事業 

 

 

１．ほっとまち茶房ききょう事業 

平成２７年度は、オープン３年目を迎え利用者も多く、安定した収入が確保でき、ふれあい交流の場

として定着してきました。サークル団体の作品展示は、毎月交換し、順番待ちの状況であり、歌声喫茶

は、試行期間中好評を得て平成２７年度本格実施の運びとなり、毎月１回開催しました。 

さらに桔梗が丘夏祭りへの出店、地域フェアヘの参加、ゆず茶等新メニューの採用なども行いました。 

平成２７年度開業日数    ２４０日 

売上総額      ９３７，６００円 

１日平均利用者        ３９人 

１日平均売上額     ３，９００円 

・平成２７年度ほっとまち茶房ききょう特別会計決算書 

（収入の部）                                  （単位 円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

利用料収入 ８００，０００ ９３７，６００ コーヒー等9,376杯 

市社協補助金 ５０，０００ ５０，０００ 補助金、共同募金還付金 

繰越金 ２５，１４２ ２５，１４２ 平成２６年度繰越金 

雑収入 ５８ ４５ 預金利子 

合 計 ８７５，２００ １，０１２，７８７  

（支出の部）                                  （単位 円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

運営経費 ７４５，２００ ８４５，６１０ 材料費、実費弁償、消耗品費等

光熱水費負担金 ３０，０００ ４０，０００ 公民館一部負担分 

積立金 １００，０００ １００，０００ 減価償却費及び修繕引当金 

繰越金 － ２７，１７７  

合 計 ８７５，２００ １，０１２，７８７  

収支差引 ２７，１７７ 円は次年度に繰り越す。 

減価償却費及び修繕引当金としての積立金は １００，０００円 

平成２７年度末現在累計額         ３００，０００円 
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２．子どもたちと地域の絆づくり事業 

  花を通じて子どもたちと地域住民の絆を深める「通学路花いっぱい運動」は３年を経過し、地域

の皆さんによる子どもたちの安全見守りも定着してきた。また、自治連合協議会の各部会との連携

も、快適環境部会の「初夏の生きものウォッチング」や教育文化部会の「ふるさと歴史ハイキング」

などの事業に相乗りする形で徐々に進めることができた。 

  しかしながら、天候や気温に左右される花の苗作りは容易ではなく、本年度も秋の苗作りで生育

が悪く苦労した。改善のため今後も継続した研究が必要であるが、そのような苦労がお互いの交流

を深めることに繋がることを意識して事業を進めていきたい。そんな中、桔梗の苗については、秋

に行なわれた「地域フェア」の会場や「通学路花いっぱい運動」で１５０株程度配付できた。 

  各校では特色を生かした単独事業が行われているものの、今後は学校間の情報共有や協力を進め、

自治連合協議会の各部会活動との協働も一層強めていくことが大切である。 

≪活動組織≫ 

・桔梗が丘子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会 

・桔小絆キッズ（桔梗が丘小学校） 

・桔梗が丘南小子どもたちと地域の絆づくり事業運営委員会（桔梗が丘南小学校） 

・あそびっくす in 東小実行委員会（桔梗が丘東小学校） 

予算については、「名張市放課後子ども教室事業」の助成金 172,000 円を事業経費に充てた。 

  ・子どもたちと地域の絆づくり事業特別会計決算書 
（収入の部）                               （単位：円） 

区  分 予算額 決算額 摘  要 
事業委託費 １７２，０００ １７２，０００ 名張市放課後子ども教室事業

負担金 ０ ６６１ 桔梗が丘自治連合協議会 

合  計 １７２，０００ １７２，６６１  

（支出の部）                               （単位：円） 
区  分 予算額 決算額 摘要 

報償費 ７２，０００ ７２，０００ サポーター費用弁償等 
需用費等 １００，０００ １００，６６１ 花の種、培養土、印刷代等

合  計 １７２，０００ １７２，６６１  
 
 
３．みどり環境整備保全事業 
 桔梗が丘地内には、桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）

をはじめとして多くの自然緑地が残されており、桔梗が丘のまちづくりにかけがえのないものとなっ

ている。しかし面積も広く名張市の管理だけでは充分いきとどいていないのが現状である。そこで、

こういった環境を整備保全する目的で、桔梗が丘自治連合協議会プロジェクト事業組織として、〞桔

梗が丘みどりの会〞を組織している。桔梗が丘みどりの会では、平成２７年度においても下記のとお

り取り組んだ。 

（１） 桔梗が丘地内の近隣公園及び緑地の整備保全の実施 

 桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）において、枯松等

枯木の伐倒処理、園路整備、希少植物の保護等整備保全活動として定例作業を毎月実施した。また、
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少人数での適時作業も行うと共に他のボランティア団体とも連携してみどり環境の整備保全活動に努

めた。さらには、１番町区自治会及び７番町区自治会と連携して駅前公園及び７番町緑地の枯木伐倒

処理にも取り組んだ。 

（２） 桔梗の森公園（１０号公園）名張市との受委託契約に基づく除草・清掃作業の実施 

 桔梗の森公園（１０号公園）において名張市との受委託契約に基づき、年間２回の除草作業及び年

間６回の清掃作業を実施し、桔梗の森公園（１０号公園）の管理に努めた。 

（３） 快適環境部会や他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業組織と連携したｲﾍﾞﾝﾄ事業の実施 

 快適環境部会・農楽園ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと連携した自然に親しむｲﾍﾞﾝﾄ事業を野鳥公園・農楽園ほ場近隣にお

いて１０月３１日に実施した。沢山の参加者で盛況であった。 

「みどり環境整備保全事業決算書」 

（収入）        （単位円） 

区 分 予算額 決算額 摘 要 

交付金 －   １４，０００ 三重県緑化推進機構 緑化事業交付金 

委託料  ４９０，０００  ４９２，４８０ 名張市桔梗の森公園(１０号公園）委託料 

負担金 －   １０，０００ 自治連合協議会 ｲﾍﾞﾝﾄ事業負担金 

寄付金 －    ４，４９０ 個人の方より 

雑収入    １，０００    ８，９０１ 利息・戻入金等 

合 計  ４９１，０００  ５２９，８７１  

支出          （単位円） 

区 分 予算額 決算額 摘 要 

運営費 ４９０，０００  ４０５，９８４ 需用費・備品購入費・保険料・報償費等 

積立金    １，０００   ５０，０００ 機械施設修繕整備積立金へ 

繰越金 － ７３，８８７  

合 計 ４９１，０００  ５２９，８７１  

収支差引 ７３，８８７円は次年度（平成２８年度会計）へ繰越 

「機械施設修繕整備積立金決算書」 

平成２６年度決算額         １５０，０００円 

平成２７年度取崩額               ０円 

平成２７年度一般会計より積立金額   ５０，０００円 

平成２７年度決算額         ２００，０００円 

 
 

４．住居表示設置事業 
平成 26 年度未達成分を継続事業として実施。 

 町内表示板増設要望分設置と住居番号(地番)表示板 26 年度の追加要望分と空地、空き家分の将来

設置を製作し保管する 

（１） 町内表示板の街角設置 

町内表示板 95 枚を製作設置 

上記内訳 

各区長からの要望は、4区長 26 枚 
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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑで公共場所（公園、道路ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ及びﾌｪﾝｽ、学校ﾌｪﾝｽ）に 69 枚を設置 

（２） 住居番号(地番)表示板の設置 

761 枚を製作。住民からの要望分を配布し残りを保管  

平成 26 年度の残りの地番数量から地域内にﾐﾆ開発地域が生じ予定より数量増加する 

（地域内空地に地番表示がないものも西桔梗が丘に多く残る） 

・平成２７年度特別会計予算と住居表示設置事業実施報告 

  （収入の部）                               (単位：円) 

区 分 予算額 決算額 摘 要 

名張市ゆめづくり協働事業交

付金 
２７０，０００ ２７０，０００

名張市交付金 

自治連合協議会負担金 ３０，０００   ３０，０００
桔梗が丘自治連合協議

会 

合 計 ３００，０００ ３００，０００  

  （支出の部）                               (単位：円) 

区 分 予算額 決算額 摘 要 

備品購入費 ２００，０００ ２３５，７３１

町内表示板 

住居番号(地番)表示板

製作費 

印刷製本費 ３０，０００ ２２,９６３
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ､印刷用紙、収

納箱等 

表示板設置調査費、取り付け

費、 
５０，０００   １９,５００

自治会の調査、取り付け

弁償費 

諸経費 ２０，０００ ２１,８０６

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ作業（通信

費、移動交通費、行政申

請、表示板配布、設置な

ど）一式 

合 計 ３００，０００ ３００，０００  

 
 
５．ききょう農楽園事業 

当農楽園は、桔梗が丘地域の住民が土とのふれあいを通して心豊かな生活の醸成と仲間づくりの 
場となることを目指すとともに、地域に安全な農作物の提供を試みることを目的として、ようやく、 

事業場所の桔梗が丘中学校第２グランド東側の荒地の開墾が終わった。有効耕作地は約７２５坪。 
平成２７年度の事業  
  屋根付き小屋、耕運機等の保管用掛け屋根も完成し、機材、用具、肥料の保管ができるように

なった。耕運機は中型を購入し、トラクターによる整地後の耕起、畝割に威力を発揮している。 
   農作物の植え付け品種は、試験作付けから、本格的な栽培として、ジャガイモ種イモ５０ｋｇ・

さつまいも５００蔓を植え付けたが、十分な収穫量ではない。玉葱約１万本の作付けを行った。

収穫は６月。 
試験作付けのごーや、なす、キュウリ、トマト、スイカ・カボチャ、里芋、は充分な収穫がえ
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られなかった。秋蒔き大根５０坪、人参３０坪に種蒔きしたが、雨で土がぬかるみ、時期が遅れ

たが、大根は良く育った。しかし土地は獣害のない良い場所だが、スイカ、大根は、カラスによ

る鳥害が発生した。 
 まだまだ、石は非常に多く、土も固く、畑として十分な土づくりが出来ていないが、みどりの

会との連携で、草堆肥づくりも始め、肥沃な土地づくりへ歩み出した。これからが楽しみである。 
   協議会主催の夏祭りへ参加。ジャガイモ、ポテトチップ、すじ肉入り味噌煮込みを販売した。 
   みどりの会、快適環境部会との協働で、収穫祭として、焼き芋が大好評であった。 
   公民館での桔梗が丘地域フェアには、さつまチップを提供しこれも大盛況。また、その場での

ききょう農楽園支援金募集では、支援者へ大根を提供した。   
  ２８年３月に新規会員募集し、応募者１０名  登録会員２８名となる。  

   ２８年度より、年会費、個人用地の使用料による自主運営となる。収穫物の販売提供も出来る。 
「ききょう農楽園事業特別会計決算書」 
（収入の部）                               （単位：円） 

区  分 予 算 額 決 算 額 摘  要 

ゆめづくり協働事業交付金 ６３０，０００ ６３０，０００ 名張市 

地元負担金 ７０，０００   ７０，０００ 桔梗が丘自治連合協議会 

売上等 － ３３，３００ 夏祭リ、収穫祭、寄付等 

預金利息 － １２  

その他 － ７，３６４ 前期繰越金  

合計 ７００，０００ ７４０，６７６  

（支出の部）                               （単位：円） 

区  分 予 算 額 決 算 額 摘  要 

備品購入   ３２０，０００   ３２０，９４２ 物置、かけ小屋 

耕運機   ２００，０００   １２４，０２０  

消耗品費    ９０，０００ ５６，９５８ 肥料、夏祭費用等 

燃費   ３０，０００   ３，８４８ ガソリン、軽油 

用具、用品   ３０，０００   １６０，０９７ 鍬、鎌、等 

種苗代   ３０，０００ ７０，１２９ じゃがいも等 

繰越金 － ４，６８２ 次期繰越 

合  計   ７００，０００   ７４０，６７６  

 
 
６．お助けセンター事業 
◇ 家事支援サービス 

  ２７年４月本格運用開始（依頼件数 １００件 作業実施 ７１件 ） 

   庭管理 ５７件、日曜大工 １５件、電気関連 ８件、重量物移送 ７件、他 

◇ 外出支援サービス 

   分科会で運用方法等検討 

    試験運用 ２８年７月～９月 
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    本格運用 ２８年１０月開始 

    方式 ドアツードア 

   市の補助を受け公用車購入予定（地域移動支援活動補助金 １５０万円） 

◇ 配食支援サービス 

   分科会で運営方式等検討 

    月、水、金週３回、max７０食 

    南公民館調理室改修（市施工予定 ２８年秋 ３～４か月） 

      工事期間中使用不可、他の室は使用可 

    ２９年１月～試験運用 

    本格運用開始 ２９年度の予定 

◇ 課題 活動拠点となる事務室の拡充（プロジェクト事業全体の拠点） 

コーディネータ、支援メンバーの確保 

◇ 決算 

（収入の部）                             （単位 : 円） 

区  分 予算額 決算額 摘  要 

交付金 ８５０,０００ ８５０,０００ 名張市ゆめづくり協働事業交付金 

補助金 ３００,０００ ３００,０００ 要援護者等日常生活支援事業補助金 

負担金 １００,０００ １００,０００ 桔梗が丘自治連合協議会 

利用料 ２００,０００ １５６,３５０  

前年度繰越 － ８,８３９  

雑収入（利息） － １２３  

合  計 １,４５０,０００ １,４１５,３１２  

（支出の部）                             （単位 : 円） 

区  分 予算額 決算額 摘  要 

センター運営費 ８５０,０００ ８３２,８６４ ﾕﾆﾌｫｰﾑ等消耗品 406,492 

実費弁償    136,400 

印刷・コピー  119,775 

事務用品     77,942  等 

備品購入費 ３００,０００ ４８７,６７８  

調査費 ２００,０００ １６,１７８  

保険料 １００,０００ ０  

積立金 － ５０,０００ 備品償却手当 

繰越金 － ２８,５９２  

合  計 １,４５０,０００ １,４１５,３１２  
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別紙４．平成２７年度協議会会計決算監査及び業務監査報告書 

 

平成２７年度協議会会計決算監査及び業務監査結果について（報告） 
 
１．監査実施日 
  平成２８年４月１２日（火）会計監査及び業務監査 午後１時から 
            （於）桔梗が丘公民館１０１会議室 
２．監査の結果 
   桔梗が丘自治連合協議会規約９２条及び９３条に基づき、平成２７年度の定期監

査を行ったので、その結果を下記のとおり報告します。 
（１）協議会会計決算監査 

桔梗が丘自治連合協議会会計決算について、会計帳簿等関係書類を確認し、監査

した結果、適正に処理されていることを認めます。 
（２）プロジェクト事業に係る特別会計決算監査 

    桔梗が丘自治連合協議会プロジェクト事業に係る特別会計決算について、会計

帳簿等関係書類確認にし、監査した結果、適正に処理されていることを認めます。 
（３）業務監査 

   桔梗が丘自治連合協議会の活動については、各委員会及び部会において多義にわ

たる事業を計画実践し、まちづくりに取り組まれていることを高く評価します。 
   〞ほっとまち構想〞に基づく、各プロジェクト事業については、「人の心が織りな

す幸せ社会」を目指し、地域の皆さんのボランティアの力で日々取り組まれている

ことに敬意を表するものであります。しかし、事業の展開拡大によって日常的な監

理業務が増大しており、ボランティアの力だけでは限界が生じてきていると感じま

す。今後、発展拡大させていくには、名張市及び桔梗が丘自治連合協議会からの人

的なことを含む一層の支援を望むものであります。 

 

 

 

                     平成２８年４月１２日 

  

                         監事  福森  讓 

 

                         監事  植野  正信 
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議案第３号 平成２７年度公民館事業報告及び公民館会計決算の承認に関する件 
  
平成２７年度の公民館事業報告及び公民館会計決算報告を別紙のとおり行います。 
 なお、平成２８年４月１２日に監事より公民館会計決算の監査を受け、適正に執行したことの承認

を得ています。 
別紙５ 平成２７年度公民館事業報告書 
別紙６ 平成２７年度公民館会計決算書 
別紙７ 平成２７年度末の財産目録及び積立金残高報告書 
別紙８ 平成２７年度公民館会計決算監査及び業務監査報告書 
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別紙５ 平成２７年度公民館事業報告書       桔梗が丘公民館・南公民館 

学 級・教 室                     （開設数は年間・参加者数は延べ人数） 

学級・教室の名称 開設数 参加者数 主たる学習目標・内容 

サイエンスメイト 

“スカラベ” 

 ６回 ２３０名 親子で触れ合いながら、科学工作や遊び等を通して、仲間

づくりをする。 

ロビー歌声広場 ２０回 １００名 地域住民の交流の場として、懐かしい歌を通じて仲間づく

り・健康づくりをはかる 

“農”を楽しむ ２４回 ２４０名 農業を通じて新しい絆作り。土に触れ作物の収穫の感動を

得る 

しめ縄づくり  １回 ２９名 お正月用のしめ縄つくりを学び、自分の手でつくる 

パソコン教室 

 

１２回 １０８名 中級者を対象に、より良い文章の作成やオリジナルカレン

ダーを作成。 

シニアクラス✿  ８回 ３２０名 地域の高齢者の交流の場として、様々なジャンルの学習を

提供する。 

料理教室  ２回 ２７名 季節の料理をつくりながら、交流を図って貰う 

読書会 １０回 ６名 課題図書を決め感想を話し合うことで視野を広げる目的

で始めたがＰＲ不足で参加者が少なかった。 

漢字学入門 １１回 ２７０名 漢字の成り立ち等を学びながら、交流を図る。 

暮しとお金の入門  ３回 １０４名 教養としての「お金」を学び、年金や相続などのマネープ

ランを分り易く学習する。 

マイナンバー制度  １回 ３８名 平成２８年から始まるマイナンバー制度について、基礎知

識を学ぶ。 

講 座                               （参加者数は延べ人数） 

講座の名称 開催数 参加者数 主 た る 内 容 

桔梗が丘 

 公開連続講座 

行ってみよう！ 

 ミュージアム 

３回 ３８３名

１．6/27 講師 岩田茂樹氏「仏像の見方とその魅力」奈

良国立博物館の展示を通じて 

  7/29 バスツアー：奈良国立博物館及び奈良公園周辺 

２．7/25 講師 島田正吾氏「昆虫の世界を見てみよう」

ミツバチの不思議な世界 

  8/26 バスツアー：橿原昆虫館と橿原考古学研究所付属

博物館 

３．9/26 講師 宇河雅之氏「三重の持つ多様性の力」三

重の地域のくらしと文化 

  10/28 バスツアー：三重総合博物館と斎宮歴史博物館

行 事                               （参加者数は延べ人数） 

行事の名称 開催数 参加者数 主 た る 内 容 

ロビーコンサート  ２回  ８０名 
色々なジャンルの方のコンサートを開催。 

桔梗ハーモニカ愛好会、女声アンサンブル Soave。 

プチコンサート  １回 ３００名 市内の高校、中学校の音楽関係クラブの演奏会。 

映画鑑賞会  ４回 ３００名 大人から子どもまで楽しめる映画鑑賞会。 

第 31 回公民館展 
10／24 

10／25 
 3,000 名

作品展示、舞台発表、こころの思い発表会及び演奏会 

ワークショップ、バザー、喫茶・軽食 
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別紙６ 平成２７年度公民館会計決算書 
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別紙７ 平成２７年度末の財産目録及び積立金残高報告書 

   （平成２８年３月３１日現在） 
１．財産目録 
                                     （単位：円）   

資 産 の 部 負債及び正味資産の部 

現  金 ２４，１５７ 未払金（＊） １，４７８，１７９

預  金 ２，９４６，２２０ 正味資産 １，４９２，１９８

合  計 ２，９７０，３７７ 合  計 ２，９７０，３７７

   ＊未払金の内訳 
    ① 消費税        ６８４，０００ 
    ② 積立金        ６００，０００ 
    ③ 公民館ギャラリー補修  ９２，９８８ 
    ④ 南公民館法面草刈   １０１，１９１ 
 
 
２．平成２７年度末の積立金残高（＝普通預金残高） 
                                   （単位：円） 

 

周年事業積立金 設備・備品購入積立金 車両購入積立金 

（普通預金） （普通預金） （普通預金） 

繰 越 金 ３７４，４５４ ８００，２４４ ２００，０６５ 

増加 積立 ３００，０００ － ３００，０００ 

 利息 ６４ １３４ ３４ 

 計 ３００，０６４ １３４ ３００，０３４ 

減 少 － － － 

残 高 ６７４，５１８ ８００，３７８ ５００，０９９ 

  周年事業積立金並びに車輛購入積立金の増加額（各 300,000 円）については 
  期末時点で未入金である。 
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別紙８ 平成２７年度公民館会計決算監査及び業務監査報告書 
 

平成２７年度公民館会計決算監査及び業務監査結果について（報告） 
 
１．監査実施日 
  平成２８年４月１２日（火）会計監査及び業務監査 午後１時から 
            （於）桔梗が丘公民館１０１会議室 
２．監査の結果 
   桔梗が丘自治連合協議会規約９２条及び９３条に基づき、平成２７年度の定期監

査を行ったので、その結果を下記のとおり報告します。 
（１）公民館会計決算監査 

公民館会計決算について、会計帳簿等関係書類を確認し、監査した結果、適正に

処理されていることを認めます。 
（２）業務監査 

平成２８年度からは、桔梗が丘市民センターとなり、今まで以上に利用が拡大す

るものと考えます。適切な施設管理に向けて、関係者の皆さんの一層のご努力を願

うものであります。 
    そこで、積立金についてでありますが、設備・備品購入積立金、車両購入積立金

について、それぞれ決算のとおり積立られております。しかし、設備・備品の老朽

化は随所に見受けられます。また、車両についても耐用年数を考えなければなりま

せん。今後の更新等に向けて一層の財源確保を求めるものであります。また、名張

市におかれては、設備・備品の更新について指定管理者への一層の支援を望むもの

であります。 
 
 
  
                     平成２８年４月１２日 
 
                         監事  福森  讓 

    
監事  植野  正信 
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議案第４号 桔梗が丘自治連合協議会規約一部改定の承認及び公民館管理運営規程一部

改定の報告に関する件 
 
市民センターへの移行に関する桔梗が丘自治連合協議会規約の改定 

現行規約 改定規約案 
（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を桔梗が丘公民館内に

置く。 

   名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地

の４ 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を桔梗が丘市民センタ

ー内に置く。 

   名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地

の４ 
（会 員） 
第７条 協議会の会員は、桔梗が丘地区に居住す

る住民及び団体、並びに桔梗が丘地区で事業

活動する事業所で構成する。 

２ 前項で規定する団体は、次に掲げるものとす

る。 

（１）桔梗が丘地区自治会又は区 

（２）桔梗が丘地区婦人会 

（３) 桔梗が丘地区高齢者の会 

（４) 桔梗が丘地区子ども会育成会 

（５) 桔梗が丘地区保育所、幼稚園及び保護者

会 

（６）桔梗が丘地区小学校、中学校、高等学校、

並びにＰＴＡ  

（７) 桔梗が丘地区民生委員、児童委員協議会

（８) 桔梗が丘商店会 

３ 桔梗が丘地区公民館自主サークルクラブ、各

種ボランティア団体その他任意団体、並びに協

議会の趣旨に賛同し、積極的に活動に参加する

団体又は事業所は、理事会の承認を得て第１項

の構成団体又は事業所とすることができる。 

（会 員） 
第７条   （同文） 
 

 

２     （同文） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 桔梗が丘地区市民センター自主サークルクラ

ブ、各種ボランティア団体その他任意団体、並

びに協議会の趣旨に賛同し、積極的に活動に参

加する団体又は事業所は、理事会の承認を得て

第１項の構成団体又は事業所とすることがで

きる。 
（理 事） 
第 27 条 理事は、次の各号に掲げる者を充て総

会の承認を得て就任する。 

（１）自治連合会代表幹事及び４ブロック選出

の幹事 

（２）総務委員会委員長 

（３）企画運営委員会委員長 

（４）広報委員会委員長 

（理 事） 
第 27 条 理事は、次の各号に掲げる者を充て総

会の承認を得て就任する。 

（１）自治連合会代表幹事及び４ブロック選出

の幹事 

（２）総務委員会委員長 

（３）企画運営委員会委員長 

（４）広報委員会委員長 
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（５）事業部会部会長 

（６）桔梗が丘公民館長 

（７）事務局長、事務局次長。 

（５）事業部会部会長 

（６）桔梗が丘市民センター長 

（７）事務局長、事務局次長。 
（施 設） 
第 73 条 協議会が指定管理者制度により管理運

営する施設は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 
（１）桔梗が丘公民館 
（２）桔梗が丘南公民館 

２ 協議会は、指定管理者としての責務を果たす

ため、公民館運営審議会及び公民館運営委員会

を置く。 

３ 公民館の管理運営に関する事項は、公民館管

理運営規程に定める。 

（施 設） 
第 73 条 協議会が指定管理者制度により管理運

営する施設は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 
（１）桔梗が丘市民センター 
（２）桔梗が丘南市民センター 

２ 協議会は、指定管理者としての責務を果たす

ため、市民センター運営審議会及び市民センタ

ー運営委員会を置く。 

３ 市民センターの管理運営に関する事項は、市

民センター管理運営規程に定める。 

（職 務） 
第 77 条 事務局職員の職務は、次の各号に掲げ

る事項とする。 
（１）協議会の運営に関する事項 
（２）公民館の管理運営に関する事項 
（３）協議会の事業及び公民館活動を円滑に遂

行するための業務に関する事項 
（４）総会、理事会、連合会及び委員会の会議

に関する事項 
（５）名張市との連絡調整に関する事項 
（６）構成団体との連絡調整に関する事項 
（７）その他、会長及び館長が必要と認める事

   項 
２ 事務局長及び事務局次長は、会長及び公民館

長の職務命令により、業務を遂行する。 
３ 事務局職員は、事務局長及び事務局次長の職

務命令により、業務を遂行する。  

（職 務） 
第 77 条 事務局職員の職務は、次の各号に掲げ

る事項とする。 
（１）協議会の運営に関する事項 
（２）市民センターの管理運営に関する事項 
（３）協議会の事業及び市民センター活動を円

滑に遂行するための業務に関する事項 
（４）総会、理事会、連合会及び委員会の会議

に関する事項 
（５）名張市との連絡調整に関する事項 
（６）構成団体との連絡調整に関する事項 
（７）その他、会長及び市民センター長が必要

と認める事項 
２ 事務局長及び事務局次長は、会長及び市民セ

ンター長の職務命令により、業務を遂行する。

３      （同文） 
 

（会 計） 
第 78 条 協議会の会計年度は、毎年 4月 1日か

ら翌年の 3月 31 日までとする。 

２ 協議会の会計は、協議会会計及び公民館会計、

並びに特別に設置を必要とする場合の特別会

計とする。 

（会 計） 
第 78 条   （同文） 

 
２ 協議会の会計は、協議会会計及び市民センタ

ー会計、並びに特別に設置を必要とする場合の

特別会計とする。 
（出 納） 
第 85 条 協議会及び公民館の出納事務は、会計

処理規程に基づき事務局長及び事務局次長の

（出 納） 
第85条 協議会及び市民センターの出納事務は、

会計処理規程に基づき事務局長及び事務局次
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権限と責任において行う。 
２ 事務局長は、毎年 9月 30 日現在の予算の執行

状況を理事会に報告するものとする。 

３ 金銭出納処理及び関係書類の保存に関する事

項は会計処理規程に定める。 

長の権限と責任において行う。 
２     （同文） 

 

３     （同文） 

附 則 

この規約は、平成 22 年５月８日から施行し、平

成 22 年４月１日から適用する。 
この改定規約は、平成 26年５月 17日から施行し、

平成 26 年４月１日から適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附 則 

この規約は、平成 22 年５月８日から施行し、平

成 22 年４月１日から適用する。 
この改定規約は、平成 26年５月 17日から施行し、

平成 26 年４月１日から適用する。 
この改定規約は、平成 28年５月 21日から施行し、

平成 28 年４月１日から適用する。 
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市民センターへの移行に関する公民館管理運営規程の改定 
現行規程 改定規程案 

公民館管理運営規程 
 

第１章 総則 
（目的） 
第１条 この規程は、桔梗が丘自治連合協議会規

約（以下「規約」という。）第 7 章の規定に基

づき、桔梗が丘自治連合協議会（以下「協議会」

という。）が、名張市の指定管理者制度により

行う公民館の管理運営について、必要な事項を

定める。 
（対象施設） 
第２条 公民館とは、桔梗が丘公民館及び桔梗が

丘南公民館をいう。 

市民センター管理運営規程 
 

第１章 総則 
（目的） 
第１条 この規程は、桔梗が丘自治連合協議会規

約（以下「規約」という。）第 7 章の規定に基

づき、桔梗が丘自治連合協議会（以下「協議会」

という。）が、名張市の指定管理者制度により

行う市民センターの管理運営について、必要な

事項を定める。 
（対象施設） 
第２条 市民センターとは、桔梗が丘市民センタ

ー及び桔梗が丘南市民センターをいう。 
第２章 管理運営 

（管理運営） 
第３条 公民館の管理運営は、社会教育法等の関

係法令及び名張市公民館条例等並びに公民館

指定管理者協定書等に基づき、善良なる管理者

の注意をもって行うものとする。 

第２章 管理運営 
（管理運営） 
第３条 市民センターの管理運営は、社会教育法

等の関係法令及び名張市市民センター条例等

並びに市民センター指定管理者協定書等に基

づき、善良なる管理者の注意をもって行うもの

とする。 

第３章 公民館館長 
（館長の選出） 
第４条 公民館館長（以下「館長」という。）は、

桔梗が丘地区の住民で、社会教育及び公民館の

運営に理解があり、事業に熱意のあることを条

件に、公募及び推薦による応募者から、次条に

規定する公民館館長選考委員会（以下「選考委

員会」という。）で、館長候補者１名を決定する。

 
２ 前項の館長候補者は、理事会の承認を得て、

協議会の会長が、館長に任命する。 
（選考委員会） 
第５条 館長を選出する場合は、その都度、選考

委員会を設置しなければならない。 
２ 選考委員会の委員（以下「選考委員」という。）

の定数は、７名以内とし、協議会の会長が委員

長となる。 
３ 選考委員は、公民館運営審議会委員及び公民

第３章 市民センター長 
（市民センター長の選出） 
第４条 市民センター長（以下「センター長」と

いう。）は、桔梗が丘地区の住民で、社会教育及

び市民センターの運営に理解があり、事業に熱

意のあることを条件に、公募及び推薦による応

募者から、次条に規定するセンター長選考委員

会（以下「選考委員会」という。）で、センター

長候補者１名を決定する。 
２ 前項のセンター長候補者は、理事会の承認を

得て、協議会の会長が、センター長に任命する。

（選考委員会） 
第５条 センター長を選出する場合は、その都

度、選考委員会を設置しなければならない。 
２     （同文） 
 
 
３ 選考委員は、市民センター運営審議会委員及
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館運営委員会委員並びに協議会理事等の中から

協議会の会長が委嘱する。 
４ 選考委員の氏名は、理事会に報告しなければ

ならない。 
５ 選考委員会については、別に定める。 
（館長の責務） 
第６条 館長は、社会教育法等の関係法令及び名

張市公民館条例等並びに公民館指定管理者協定

書等を遵守すると共に、公民館の社会的役割を

認識し、地域の文化振興及び生涯学習等の適切

な事業を行い、その責務を果たすものとする。

 
（館長の任期） 
第７条 館長の任期は、１期３年とし、再任を妨

げない。ただし、任期の限度は、原則２期とす

る。 
（館長の勤務） 
第８条 館長は、半日単位で週３日の勤務とす

る。 
（館長の職務） 
第９条 館長は、指定管理者制度の本旨に従い、

公民館の施設管理及び業務全般を統括するもの

とする。 
（館長の報酬） 
第 10 条 館長の報酬は、理事会で定める。 
（館長の解任） 
第 11 条 館長として不適格と判断される状況が

生じた場合は、協議会の会長は、公民館運営審

議会に諮問するものとする。 
２ 協議会の会長は、公民館運営審議会の答申に

基づき、理事会の承認を得て、館長を解任する

事ができる。 
３ 前項の場合、公民館運営審議会及び理事会に

おいて、館長に弁明の機会を与えなければなら

ない。 

び市民センター運営委員会委員並びに協議会理

事等の中から協議会の会長が委嘱する。 
４     （同文） 
 
５ 削 除 
（センター長の責務） 
第６条 センター長は、社会教育法等の関係法令

及び名張市市民センター条例等並びに市民セン

ター指定管理者協定書等を遵守すると共に、市

民センターの社会的役割を認識し、地域の文化

振興及び生涯学習等の適切な事業を行い、その

責務を果たすものとする。 
（センター長の任期） 
第７条 センター長の任期は、１期３年とし、再

任を妨げない。ただし、任期の限度は、原則２

期とする。 
（センター長の勤務） 
第８条 センター長は、半日単位で週３日の勤務

とする。 
（センター長の職務） 
第９条 センター長は、指定管理者制度の本旨に

従い、市民センターの施設管理及び業務全般を

統括するものとする。 
（センター長の報酬） 
第 10 条 センター長の報酬は、理事会で定める。

（センター長の解任） 
第 11 条 センター長として不適格と判断される

状況が生じた場合は、協議会の会長は、市民セ

ンター運営審議会に諮問するものとする。 
２ 協議会の会長は、市民センター運営審議会の

答申に基づき、理事会の承認を得て、センター

長を解任する事ができる。 
３ 前項の場合、市民センター運営審議会及び理

事会において、センター長に弁明の機会を与え

なければならない。 
 第４章 公民館運営審議会 

（目的） 
第 12 条 公民館運営審議会（以下「審議会」と

いう。）は、公民館がその社会的役割を果たす

ため、公民館の運営方針等その基本的事項及び

第４章 市民センター運営審議会 
（目的） 
第 12 条 市民センター運営審議会（以下「審議

会」という。）は、別に定める「市民センター

運営審議会規則」に従い、市民センターがその



- 40 - 
 

協議会と公民館との連携活動について審議し、

協議会と館長及び職員が、認識を共有すること

を目的とする。 
 
 
２ 審議会は、必要に応じ、その審議の内容を、

理事会に報告するものとする。 
（委員の委嘱） 
第 13 条 審議会委員の定数は、１０名以内とし

協議会の会長が委嘱する。 
（委員の任期） 
第 14 条 審議会委員の任期については、規約第

12 条を準用する。 
２ 委員の再任は、妨げない。 
（審議会の会長） 
第 15 条 審議会の会長は、協議会の会長をもっ

て充てる。 
（審議会の招集） 
第 16 条 審議会は、審議会の会長が招集し、そ

の議長となる。 

社会的役割を果たすため、市民センターの運営

方針等その基本的事項及び協議会と市民セン

ターとの連携活動について審議し、協議会とセ

ンター長及び職員が、認識を共有することを目

的とする。 
２     （同文） 
 
 
第 13 条 以下削除 

第５章 公民館運営委員会 
（目的） 
第 17 条 公民館運営委員会（以下「運営委員会」

という。）は、公民館の運営の適正を期するた

め、具体的な運営内容等について、別に定める

「公民館運営委員会規則」により、館長の諮問

に答申する他、意見を具申し又は建議すること

ができる。 
２ 館長は、前項の答申及び意見は、これを尊重

しなければならない。 
（委員の委嘱） 
第 18 条 委員の定数は、２０名以内とし、館長

が委嘱する。 
２ 委員の構成は、原則として次のとおりとす

る。 
（１）地域内に設置された保育園、幼稚園、小学

校、中学校の代表者１名（輪番制） 
（２）桔梗が丘自治連合協議会から若干名 
（３）公民館サークル参加者の中から若干名 
（４）公民館事務局代表 

第５章 市民センター運営委員会 
（目的） 
第 17 条 市民センター運営委員会（以下「運営

委員会」という。）は、市民センターの運営の

適正を期するため、具体的な運営内容等につい

て、センター長の諮問に答申する他、意見を具

申し又は建議することができる。 
 
２ センター長は、前項の答申及び意見は、これ

を尊重しなければならない。 
（委員の委嘱） 
第 18 条 委員の定数は、２０名以内とし、セン

ター長が委嘱する。 
２ 委員の構成は、原則として次のとおりとす

る。 
（１）地域内に設置された保育園、幼稚園、小学

校、中学校の代表者１名（輪番制） 
（２）桔梗が丘自治連合協議会から若干名 
（３）市民センターサークル参加者の中から若干

名 
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（５）学識経験者の中から若干名 
（６）その他館長が必要と認める者 
 
３ 運営委員会は、次の役員を置くことができ

る。 
（１）委員長  １名 
（２）副委員長 ２名 
（３）書記   １名 

４ 運営委員会の役員は、委員の互選により選出

する。 
（招集） 
第 20 条 運営委員会は、委員長が招集し、その

議長となる。 

（４）市民センター事務局代表 
（５）学識経験者の中から若干名 
（６）その他センター長が必要と認める者 
３     （同文） 
 
 
 
 
４     （同文） 
  
（運営委員会の会議） 
第 20 条 運営委員会は、必要に応じ、委員長が

招集し、その議長となる。 
２ 運営委員会は、委員の過半数の出席により成

立する。 
３ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決

する。可否同数の時は、議長の決するところに

よる。 
第６章 雑則 

（規程の改廃） 
第 21 条 協議会の会長は、この規程を改正又は

廃止しようとする場合は、事前に館長と協議す

るものとする。 
２ この規程の改廃は、理事会の承認を得なけれ

ばならない。 
附則 
この規程は、平成 21 年 11 月 14 日より施行する。

この改正規程は、平成 22 年４月１日から施行す

る。 

この改定規程は、平成 23 年４月１日から施行す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６章 雑則 
（規程の改廃） 
第 21 条 協議会の会長は、この規程を改正又は

廃止しようとする場合は、事前にセンター長と

協議するものとする。 
２ この規程の改廃は、理事会の承認を得なけれ

ばならない。 
附則 
この規程は、平成 21 年 11 月 14 日より施行する。

この改正規程は、平成 22 年４月１日から施行す

る。 

この改定規程は、平成 23 年４月１日から施行す

る。 

この改定規程は、平成 28 年４月１日から施行す

る。 
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議案第５号 桔梗が丘自治連合協議会会長等及び理事・監事の承認に関する件 
 

候補者名簿 

 役職名 氏   名 備   考 

１ 会長 辻森 保蔵 自治連合会代表幹事 

２ 副会長 大垣 孝彦 総務委員長 

３ 副会長 上田 博 
自治連合会副代表幹事 

自治連合会第３ブロック幹事 

４ 理 事 河合 進 自治連合会第１ブロック幹事 

５ 〃 杉中 清哉 自治連合会第２ブロック幹事 

６ 〃 吉村 末好 自治連合会第４ブロック幹事 

７ 〃 阪本 忠士 企画運営委員長 

８ 〃 北森 義次 広報委員長 

９ 〃 西宮 剛志 健康推進部会長 

１０ 〃 廣岡 貞之 住民交流部会長 

１１ 〃 竹原 啓子 教育文化部会長 

１２ 〃 武仲 元男 生活安全部会長 

１３ 〃 加納 康嗣 快適環境部会長 

１４ 〃 上島 芳子 地域福祉部会長 

１５ 〃 木村 好信 
桔梗が丘市民センター長・ 

桔梗が丘南市民センター長 

１６ 〃 廣岡 登喜子 事務局長 

１７ 〃 松岡 雅啓 事務局次長 

１８ 監 事 福森 譲  

１９ 〃 植野 正信  
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議案第６号 平成２８年度事業計画（案）及び協議会会計予算（案）の承認に関する件 
 
 平成２８年度事業計画（案）及び協議会会計予算（案）を別紙のとおり定めます。 
 桔梗が丘自治連合協議会は、各委員会及び事業部会が計画した活動に加えて、“ほっとまち”プロジ

ェクト事業として、１．ほっとまち茶房ききょう事業・２．子どもたちと地域の絆づくり事業・ 
３．みどり環境整備保全事業・４．ききょう農楽園事業・５．桔梗が丘お助けセンター事業を行って

おり、「人の心が織りなす幸せ社会“ほっとまち”桔梗が丘」の実現を目指して、地域住民の皆さんの

一人でも多くの方の参画を得て、まちづくりの活動強化に努めます。 
 
別紙９．平成２８年度委員会・部会の事業計画書（案） 
別紙１０．平成２８年度協議会会計予算書（案） 
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別紙９ 平成２８年度委員会・部会事業計画書（案） 

総 務 委 員 会  

平成２８年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．総務、理事会、自治連合会等の会議の円滑な運営を目

指す。 

２．規約、規則、規定等の制定又は改正により、協議会運

営の充実化と円滑化を図り、今後の協議会のあるべき

方向性や問題点を検討する。 

３．協議会財務内容を点検し、財務方針の明確化を目指す。

４．指定管理者として、協議会事業と市民センター事業と

の協働を図り、相互の事業の充実化を目指す。 

５．協議会事業の成果を高めるための後方支援として、次

の事業を実施する。 

 （ア）協議会活動充実のための講演会 

     年１回実施 

 

 

 

 

 

 （イ）他地域との交流を深め協議会活動充実のための研

修 

 

 

 

 

 （ウ）市民センター祭（仮称）の共催 

 

 

６．協議会全体の関係予算 

  １）費用弁償費 

  ２）会議費 

  ３）研修費（協議会の委員会・部会での実施分） 

  ４）防犯防災費（名張市消防団蔵持分団桔梗が丘班）

  ５）備品購入費 

  ６）事務費（コピー、事務経費） 

  ７）車両費 

  ８）ビジョン新規事業用費用 

  ９）雑費 

 

 

 

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める 

予算の計上無し 

 

予算の計上無し 

 

 

予算の計上無し 

予算の計上無し 

 

 

 

 予算額     １０８，１００円 

（内訳） 

   講師謝礼       50,000円

   資料代（コピー代） 

      50 円×50人   2,500 円

   開催案内10円×560部 5,600円

   交通費等       50,000円

 全体予算の「研修費」で支出予定 

       （１００，０００円） 

   （内訳） 

   交通費      （70,000 円）

   昼食代      （20,000 円）

   雑 費      （10,000 円）

 予算額      ５０，０００円 

総務委員会事業費予算額 

        １５８，１００円 

 

  予算額    ３００，０００円 

  予算額    ３００，０００円 

  予算額    ２００，０００円 

  予算額    ２００，０００円 

  予算額    ３００，０００円 

  予算額    ５００，０００円 

  予算額    ２５０，０００円 

  予算額    ６００，０００円 

  予算額     ５０，０００円 

協議会全体の関係予算額 

       ２，７００，０００円 

 

 

予算額合計 ２，８５８，１００円 
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企 画 運 営 委 員 会  

平成２８年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．地域ビジョン推進及び、支援 

  （１）プロジェクト事業支援推進、及び事業間の共同、提携事業の

推進 

       

      ・ふれあい茶房の事業 

      ・子どもたちと地域の絆づくり事業の推進 

      ・みどり環境整備保全事業（桔梗が丘みどりの会） 

      ・お助けセンター事業推進 

         家事支援、配食サービス、外出支援サービス 

      ・ききょう農楽園事業 

     各事業の PR、コミュニケーション、調整 

      事業助成, 

      

２．“地域”フェアの開催 

    ・協議会、部会、プロジェクト事業、自治連合合同で、 

     桔梗が丘自治連合協議会活動の内容を住民にアピールする。

自由参加のフェアを開催する。 

     活動展示、イベント、バザー等、 

    ・日時：１１月１３日（日曜日） 

    ・会場：桔梗が丘市民センター 講堂 

    ・それぞれ、ブースを設けて、活動内容を披露し、 

人材、メンバー募集も兼ねる。 

    ・ポスター 全地区に掲示、各戸配布 

・各事業パンフ、配布資料作成費用等 

 

３ 各部会事業への支援活動等 

 

桔梗が丘‟ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額 １５０,０００円 
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広 報 委 員 会  

平成２８年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．広報活動の理念と役割 

桔梗が丘自治連合協議会の活動・情報・告知を地域

 住民に伝え、桔梗が丘の発展の橋渡しを担う 

２．桔梗通信の定期の記事 

  ① 平成 31 年開校の｢桔梗学園｣に関する 

     ・行政の動きを、絶え間なく報道 

     ・地域の真実の声を伝え、行政の答えを報道 

     ・現場での検証をした事実の報道 

  ② 空き家問題など、桔梗が丘に即した話題の報道 

  ③ 発行回数の改訂 

     ・現在：年間６回の発行 

     ・改訂：5月～10 月→毎月発行  ６回 

             12 月～4月→隔月発行  ３回 

                                 計９回 

  ④ 紙面のサイズ・体裁を改訂 

      発行数の増によりコスト、情報量から紙面のサイ

ズを変更する 

     ・現在：Ｂ４版 表と裏２件  モノクロ印刷 

     ・改訂：Ａ４版 表と裏２件  モノクロ印刷 

     ・カラ－印刷を廃止する 

  ⑤ 編集基本 

     ・タイトルだけの拾い読みをされない紙面の構成 

 ・見出しの工夫 

     ・用字・用語は、共同通信社の記者ハンドブック 

       に従う。難解な熟語には註を付記する 

  ⑥ 自治連合協議会の行事・活動カレンダ－を告知 

     ・協議会全体行事 

     ・プロジェクト別行事 

     ・市民センタ－の一般参加の行事 

     ・単地区行事（連絡分） 

３．ホ－ムページの見直し 

ホ－ムページを利用している住民は少ないのが現実

であるが、来訪する他市の自治会は議事録の詳細を熟

知して質問している。全国が相手の、桔梗が丘自治連

合協議会の顔といえる。改善に取り組む。 

    ① ホ－ムペ－ジで簡単検索できる表示の改善 

    ② 桔梗通信は貼り付けで。写真を改善 

桔梗が丘‟ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

 

 

予算額      ４０３，２００円 

平成 27 年度               327,000 円 

  内訳： 

  モノクロ 

    Ｂ4 5600 枚＠9.10  50,960 円 

       50,960×5 回 254,800 円 

  カラー 

       72,200×1 回  72,200 円 

                年間６回   327,000 円 

 平成 28 年度予算 

  内訳：Ａ4 5600 枚＠8.00  44,800 円 

                 年間９回  403,200 円 

       前年比較         増  97,440 円 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

予算額       ３６，０００円 

    ホームページ管理費  6,000 円 

    システムの更新費   30,000 円 

 

 

 

 

予算額合計   ４３９，３００円 
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健 康 推 進 部 会  

平成２８年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．敬老の日の行事 

（目的）永年、社会の発展に貢献された区切りを迎えられ

る高齢者のご苦労と長寿を祝い、高齢者自ら生活向上意欲

を高めると共に地域のみんなが高齢者福祉と地域福祉に

資することを目的とします。 

（内 容） ７０歳と８８歳の方に長寿記念品を贈呈 

実施日  平成２８年９月１９日 

２．ききょう健康まつり 

（目的）地域のみなさまに健康について再認識していただ

き、又暮らしの中で健康作りを考え実践し、いきいきとし

た桔梗が丘を目指すことを目的とします。 

（内容）1) 歯医者さんの歯チェック 

2) 健康体操 

3) 高齢度チェック 

4) 骨チェック 

5) 名張バリバリ体操 

6) スクエアステップ 

7) 栄養たっぷり食べ物商品ビンゴ大会、等 

場所  桔梗が丘市民センター 

実施日 平成２８年１１月３日（木） 

３．ニュースポーツ世代間交流大会 

（目的）スポーツを通じ地域の交流の輪を広げ明るく活力

のある地域社会を推進する。又、親子や住民間の親睦及び

絆作りを推進する。 

（内容）1) グラウンドゴルフ 

2) クロリティー 

3) ストラック・アウト 

場所  桔梗が丘小学校 

実施日 平成２９年３月２５日（土） 

４．体操会との協働事業 

（目的）桔梗が丘の各地域で行われている体操会の継続・

発展を図る協働事業、及び夏休み小学生児童の参加を促す

ための皆勤賞・参加賞等への補助事業 

実施日 ４月１日から翌年３月３１日 

５．ききょう健康講座 

（目的）生活習慣病の予防や暮らしの中でみんなが健康

について考え実践していくことをテーマに「ききょう健

康講座」を開催して地域の皆様に健康啓発を促していく。 

予算額（繰出金） ７００，０００円 

 

1) 長寿記念品  

    350 人×2,000 円＝ 700,000 円

 

 

 

予算額（事業費） １７０，０００円 

 

1) 健康体操等の講師料   30,000 円

2) 応援者・スタッフ昼食代 40,000 円

4) ビンゴ大会景品     60,000 円

5) 用紙、雑品、事務用品  30,000 円

6) 諸雑費         10,000 円

 

 

 

 

 

 

予算額（事業費） １００，０００円 

 

1) 景品          35,000 円

2) 用具賃貸        10,000 円

3) 指導・運営謝礼     40,000 円

4) 諸雑費         15,000 円

 

 

 

予算額（事業費） １００，０００円 

 

1) 夏休み小学生児童の皆勤賞、参加賞

などの景品等費用の補助 

 

予算額（事業費） ３２０，０００円 
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（内容） 

1) ベルフラワー教室（まちの保健室の協力で実施） 

＊メタボリックシンドローム予防教室 

＊保健師・歯科衛生士に検診・指導 

＊講師による筋力アップ体操 

＊健康相談などを行う 

場 所 桔梗が丘南市民センター 

実施日１部は４月～９月、月２回合計１２回 

２部は１０月～３月、月２回合計１２回 

2) 楽しい健康つくり講座 

＊健康に関する講演を行う 

場 所  桔梗が丘市民センター 

実施日  平成２８年１１月予定 

3) 健康体操（リズム体操）を実施する 

場 所  桔梗が丘市民センター 

年５回（７月、９月、１１月、１月、３月）実施

する 

4) ウオーキング 

場 所 赤目ハイキングコース 

実施日 平成２８年５月 実施 

 

 

5) 生活習慣病予防料理講座 

   ※生活習慣病を予防する料理の知識・実技講習 

    場 所    桔梗が丘市民センター 

    実施日   ６月・９月・２月 年３回実施する 

6) スクエアステップ   

昨年まで社協が主催で開催していたが、指導員の養

成も進み、その協力をもとに独自に健康推進室が主

催で実施する（初級・中級） 

前期（ ４月～９月）２回／月×６＝１２回 

後期（１０月～３月）２回／月×６＝１２回 

場所は桔梗が丘市民センター・南市民センター交互

7) 広報紙を発行する（回覧）。 

＊健康に関する情報を記載、月１回発行する 

６．市の集団がん検診を桔梗が丘で実施する（肺がん、大

腸がん、胃がん、乳がんマンモグラフィ、子宮がん） 

場 所 桔梗が丘小学校 

実施日 平成２８年１１月５日 

桔梗が丘‟ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

1) ベルフラワー教室 

   講師料        120,000 円

 

 

 

 

 

 

2) 楽しい健康つくり講座  20,000 円

 内訳 

  講師謝礼他     10,000 円 

  諸経費（昼食代等） 10,000 円 

3) 健康体操（リズム体操） 50,000 円

 内訳 

  講師料       30,000 円 

  諸雑費              20.000 円 

4) ウオーキング      60,000 円

 内訳 

  参加賞       10,000 円 

  参加者の交通費等  40,000 円 

  予備費       10,000 円 

5) 生活習慣病予防料理講座 30,000 円

 

 

 

6) スクエアステップ 

  外部指導員謝礼他   40,000 円 

 

 

 

7) 広報紙 

取材費・雑費      10,000 円

8) 諸雑費         20,000 円

 

予算額（事業費）  １０，０００円 

 諸経費（昼食代、その他） 10,000 円

 

 

予算額合計 １，４００，０００円 
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住 民 交 流 部 会  

平成２８年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．桔梗が丘夏まつり 

子どもから大人まで地域住民が楽しみ、親睦を深める夏祭

りを行う。 

（期待する効果） 

・地域住民の方々が模擬店や盆踊りに中心となって参加する

ことにより、地域住民同士また祭りに来てくれる人たちと

の交流をはかる。 

・高齢者の方々にも“ほっと”出来る場所を提供し、地域の

人たちが、子どもからお年寄りまで気軽に楽しく参加して

もらえる祭にする。 

・他地域の人々に桔梗が丘の住民交流の様子を発信する。 

○ 実施予定日 平成２８年８月２０日（土） 

○ 実施内容 

① 模擬店・フリーマーケット 

② 盆踊り 

③ 吹奏楽の演奏会 

④ アトラクション 

⑤ 模擬店利用券の配付（２００円） 

 

２．ハッピーニューイヤーききょうフェスタ 

新年を祝う行事として位置付け、桔梗が丘住民相互の親睦

をはかり、住民参加・住民自身でまちつくりを推進していこ

うとする意識を高める。 

 （期待する効果） 

・正月をテーマにした行事に参加することにより、伝統的な

行事を子どもたちが体験する。 

・子どもたちや近隣の人々が参加することにより地域住民同

士の交流をはかり、共に住みよい地域つくりに参加してい

こうとする意識を持つ。 

○ 実施予定日 平成２９年１月８日（日） 

① ワークショップ 

② 子ども向けイベント 

③ お菓子屋台村  

④ 赤飯等の振る舞い 

○ 実施予定日 平成２９年１月２２日（日） 

⑤ どんど行事（桔梗が丘どんど実行委員会の協力）

桔梗が丘‟ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

  

 予算額   １，４５０，０００円

 （収入）  

 １）繰出し金     750,000 円

 ２）協賛金      700,000 円

 （支出） 

 １）事務経費     120,000 円

 ２）食料費      100,000 円

 ３）舞台照明費    350,000 円

 ４）イベント費     30,000 円

 ５）チラシデザイン費  35,000 円

 ６）広報費       65,000 円

 ７）警備費      150,000 円

 ８）シャトルバス   120,000 円

 ９）縁日費      480,000 円

 

 

 

 

 

 予算額     ２７０，０００円

 （内訳） 

 １）ワークショップ 

             30,000 円 

 ２）子ども向けイベント費 

30,000 円 

 ３）振る舞い費 

            45,000 円 

 ４）お菓子屋台村費 

            60,000 円 

 ５）どんど行事費 

            105,000 円 

 

 

 

 

 

予算額合計  １，７２０，０００円

         ※協賛金を除く 
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教 育 文 化 部 会  

平成２８年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１ 桔’ずセミナー（第 12 回） 

  地域の子ども達が大人と共に学びながら触れ合うこと

を目的として開催。 

  １）夏５講座 4回開催：料理・科学・囲碁・手芸・よさ

こいソーラン 

  ２）ききょう夏祭りに参加：よさこいソーラン 

  ３）冬 3講座開催：料理・科学・手芸 

  ４）ききょうニューイヤーフェスタに協力：科学あそび

 

 

２ 青少年が語る「こころの思い発表会」（第 20 回） 

  現代の子どものこころの思いを、作文発表を通じて地域

の大人に理解していただく。 

  １）実施日：桔梗が丘市民センター祭（仮称）開催日 

  ２）発表者：桔梗内小・中学校各 3人 計 15 人 

  ３）演奏者：桔梗が丘中学校音楽部 

        北中ウインドアンサンブル 

  ４）要約筆記 

  ５）冊子配布 

 

 

３ ふるさと歴史ハイキング（第 20 回） 

  地域の大人と子どもが交流を図りながら、地域の歴史を

学びふるさとを愛するこころを育てる。 

  １）実施日：11 月 12 日（土） 

  ２）内容：ふるさとの歴史建造物や遺跡や自然を散策 

 

 

４ 私の 1冊文庫 

  １）桔梗が丘サロンに於いて運営する。毎週月曜日に開

催しボランティアによる本の読み聞かせ事業。 

  ２）「絵本とみんなとあそぼう」 

    7 月 19 日～24 日 

    市民センターギャラリーにて開催予定 

 

 

桔梗が丘‟ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

予算額    ３１０，０００円 

 講師お礼        65,000 円

 講座補助       140,000 円

 反省会費        30,000 円

 事務費         20,000 円

 ボランティア交通費   35,000 円

 予備費         10,000 円

 年間会議費       10,000 円

 

 

予算額    ２００，０００円 

 参加賞         35,000 円

 音楽部に関する経費   72,000 円

 冊子・プログラム    25,000 円

 要約筆記        25,000 円

 その他（反省会費含む） 13,000 円

 20 周年記念事業代    30,000 円

 

 

 

 

予算額     ６０，０００円 

 交通費補助       20,000 円

 見学料金        20,000 円

 20 周年記念事業代    20,000 円

 

 

 

予算額     １６，０００円 

       （活動費・運営費） 

 

 

 

 

 

 

予算額合計   ５８６，０００円 
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生 活 安 全 部 会  

平成２８年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．普通救命講習会  

１）開催回数 ： 年度内２回（１０月、３月） 

２）開催場所 ： 名張市消防庁舎内 ２階 

３）参加者数 ： 1 回１５人 合計３０人 担当者４人 

４）講習内容 ： ① 止血法  ② 異物除去法  

③ 心肺蘇生法  ④ ＡＥＤ取扱法 

 

２．防犯パトロールの実施、桔梗が丘防犯パトロール隊 

１）青色回転灯パトロール 青色回転灯装着車２台 

２）実施要領 ： 月４回、１回 約１時間 

  桔梗が丘地区内を３コースに分け、２台の車に隊員６

名が分乗して、それぞれのコースを巡回する。 

  （毎月５日、１５日、２０日、２５日） 

 

３．命の笛贈呈 

 １）平成２８年４月、地区内の３小学校の新入児童等に

贈呈する。 

 

４．桔梗が丘自治連合協議会 自主防災隊 

 １）防災訓練の実施 

   各地区において、年１回は実施することにより、住

民の防災意識の高揚を図る。 

 

５．桔梗が丘の危険箇所の解消・改善の取り組みを促進 

する。 

 

６．消火栓ホース格納箱設置 

（桔梗が丘４番町、西地区） 

 

７．消火栓にホースを接続した訓練を実施 

  １）訓練場所・・・三重県消防学校 訓練施設 

  ２）開催時期・・・年１回、土曜日または日曜日 

  ３）開催条件・・・１回の訓練は、２０名程度 

 

 

桔梗が丘‟ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

 

 

予算額       １，０００円 

 

 

 

 

 

予算額      ４０，０００円 

・ガソリン代       10,200 円 

・活動費         28,800 円 

・保険料         1,000 円 

 

 

 

予算額      １５，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額     １８０，０００円 

 

 

予算額      ５０，０００円 

 

 

 

 

 

予算額合計 ２８６，０００円 
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快 適 環 境 部 会  

平成２８年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

Ⅰ 環境を守る活動 

地域の環境を守り育てる 

 

 

 １．公園美化運動（みどり環境保全整備事業「桔梗が丘みどり

の会」との連携） 

桔梗の森公園のクリーン活動を偶数月第１月曜日に実施す

る。雨天の場合は翌日とする。 

（４月，６月，８月，10 月，12 月，２月 第 1月曜日 

 午前９時―11 時）  

 

 

 ２．桔梗花いっぱい運動 

近隣公園や街区公園にキキョウの花を植栽し、桔梗が丘の里

山花景観の復活を図る 

   内容：①４月にポットに種子を撒き、苗を育てる。発芽し

生育すると、公園に移植する。 

 ②２－３月に苗を購入し公園に移植する。 

 

 

 

 

 

 ３．名張クリーン大作戦２０１６ 

名張クリーン大作戦に参加するとともに、同作戦の趣旨に賛

同して活動する自治会を奨励する。実施：５月１５日（日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者粗品      48,000 円 

ビニールゴミ袋    1,500 円 

軍手         4,200 円 

合計 53,700 円 

 

 

 

 

桔梗苗        13,000 円 

育苗容器（ｼﾞﾌｨｰﾎﾟｯﾄ）角型 

            7,700円

たねまき培土      5,400円

培養土         9,000円

ポリポット        430円

苗移植場所表示用目印  6,000円

同、木製杭       8,000 円

合計 49,530 円 

 

 

参加者粗品      50,000円

協賛自治会参加者粗品 60,000円

合計 110,000 円 

 

 

Ⅰの合計 ２１３，２３０円 
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Ⅱ 環境を知る活動 

地域の自然を楽しみながら住環境を知り、環境を守ることがい

かに大切かを知る 

 

 

 １．桔梗が丘付近の自然を知るハイキング＆「ほっとまちプロ

ジェクト事業」との連携 

・桔梗が丘南小付近（鳴滝池公園、東山公園、南住宅地）

ハイキング（７月初旬） 

・野鳥公園の植樹と散策、農楽園との交流（10 月末） 

 

 

 ２．近隣公園などのいきものウォッチング  

  ① ホタル観賞会（桔梗が丘５番町、シャックリ川） 

   （６月 11 日（土））  

 

  ② 初夏の生きものウォッチング （５月中旬～下旬） 

    場所：野鳥公園 

  ③ 冬の生きものウォッチング（バード・ウォチング）（桔

梗の森公園、西徳明池など） （平成 29 年１月中下旬）

 

 

 ３．「季節の便り」事業 

年間６回ほど桔梗が丘地域内の花だよりや季節の見どころ

を、桔梗が丘市民センターや近隣公園内に掲示する。 

 

 

 

 

 

 

 

“ほっとまち”プロジェクト事業と協調して事業をすすめる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師手当       10,000円

ハイキング参加粗品  28,000円

「ほっとまちプロジェクト事業」

との連携活動に要する経費 

           30,000円

傷害保険料（ホタル観賞会・ハイ

キング）        5,000 円

行事実施に伴う業務実費 4,000円

１・２ 合計 77,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラミネーター（A3 対応） 4,000 円

フィルム（A4 対応）   760 円

フィルム（A3 対応）  1,800 円

印刷経費       20,000円

合計 26,560 円 

 

 

Ⅱの合計 １０３，５６０円 

 

 

予算額合計 ３１６，７９０円 
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地 域 福 祉 部 会  

平成２８年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．高齢者、障がい者等への友愛訪問活動     

毎月１回地区の民生委員が「陽だまり」を携え訪問

し、安否確認と相談・支援活動を実施。 

      

２．年末友愛訪問     

  見守りの必要な世帯へ、友愛品（プレゼント）を持っ

て訪問。 

   ・７５歳以上の１人暮らし世帯 

・７５歳以上の高齢者のみ世帯 

・重度の寝たきりや認知症の方のいる世帯 

  

３．高齢者のつどいの実施    

  ・８０歳以上の高齢者が親睦と交流を図るため開催 

・実施時期： 平成２８年５月２９日（日）（予定） 

・参加予定者：約１６０名   

    

４．いきいきサロンの実施   

・地域内１３箇所の小地域で、高齢者同士が近隣の

絆を深め、お互いの顔が見える中で、友達づくり

や絆づくりをする機会とする。   

・各サロンの年間計画に基づいて実施。  

・年間参加者目標１，８００名   

       

５．グループホーム交流会    

・地域内の６箇所のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑとの交流会を行う。 

・年１回実施 

・実施時期： 平成２８年１１月６日（日）（予定） 

       

６．赤ちゃん、ちびっ子「なかよしひろば」 

  ・未就園児とその親のつどいを、市民センター講堂で

行う。     

  毎月第３火曜日に実施する。 

 

７．地域高齢者への配食と見守りの協働事業 

 

 

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

予算額 ３０，０００円 

「陽だまり」印刷費 

 

 

予算額２４０，０００円 

（友愛品購入費） 

 

 

 

 

 

予算額２２０，０００円 

 

 

 

 

予算額５４０，０００円 

 

 

 

 

 

 

予算額 ６０，０００円 

 

 

 

 

予算額 ５０，０００円 

 

 

 

 

予算額１００，０００円 

 

 

 

予算額合計 １，２４０，０００円 
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別紙１０ 平成２８年度協議会会計予算書（案） 
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議案第７号 平成２８年度“ほっとまち”プロジェクト事業計画（案）及び特別会計予算

（案）の承認に関する件 

 

 平成２８年度のほっとまち”プロジェクト事業計画（案）及び特別会計予算（案）について、次の通

り定めます。 

     １．ほっとまち茶房ききょう事業 

     ２．子どもたちと地域の絆づくり事業 

     ３．みどり環境整備保全事業 

     ４．ききょう農楽園事業 

     ５．桔梗が丘お助けセンター事業 

 

 

１．ほっとまち茶房ききょう事業計画（案） 

平成２８年度から市民センターに名称変更され、多くの来訪者が期待されるなか気軽に立ち寄り、ふ

れあい交流の場となるよう、サービススタッフの「おもてなし」で、「ほっと一息つける居場所」にし

ていきます。 

平成２８年度の主な取り組み 

○ 歌声喫茶の定期開催 

   歌声喫茶は、毎月１回ハーモニカ、ギター・マンドリン、大正琴、二胡などのサークル団体の演

奏に合わせて、童謡・唱歌・歌謡曲等をみんなで唄っています。 

２８年度も引き続き毎月１回（第４水曜日）の定期開催をします。 

 ○ 他の団体との協賛事業 

本年は、ききょう農楽園の収穫物の販売所の提供や他のプロジェクト事業との協賛や出店等を進

めていきます。 

 ○ 新メニューの採用 

利用者の声を聴きながら採算制を考慮し、新メニューを採用していきます。 

また、菓子類等の抱き合わせ販売を試行的に進めます。 

 ○ ボランティアスタッフの確保等 

円滑な運営を確保するため、スタッフの増員確保を図ります。 

・平成２８年度ほっとまち茶房ききょう特別会計予算（案） 

（収入の部）                                 （単位 円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

利用料収入 ９００，０００ コーヒー等 9,000杯 

市社協補助金 ５０，０００ 補助金、共同募金還付金 

繰越金 ２７，１７７ 平成２７年度繰越金 

雑収入 １２３ 預金利子 

合 計 ９７７，３００  

（支出の部）                                 （単位 円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

運営経費 ８８７，３００ 材料費、実費弁償、消耗品費等 
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光熱水費負担金 ４０，０００ 市民センター一部負担分 

積立金 ５０，０００ 減価償却費及び修繕引当金 

合 計 ９７７，３００  

 

 

２．子どもたちと地域の絆づくり事業計画（案） 

 発足から４年目となる平成２８年度は、引き続き「桔梗が丘子どもたちと地域の絆づくり事業連絡 

協議会」主催の３校合同事業として、「通学路花いっぱい運動」を中心に取り組むこととする。昨年度

上手くいかなかった花の苗作りについては、しっかり振り返りと対策を行い、より多くの地域の皆さ

んに苗を配布し、当事業への協力を促したい。 

 学校間での協力については、まずはスタッフレベルでの相互視察による情報共有が必要で、子ども

たちの交流に繋げる方策を探っていきたい。また、自治連合協議会の各部会との協働については、引

き続き子どもたちが取り組みやすい快適環境部会と教育文化部会を中心に企画段階からの調整を進め

ていきたいと考える。 

事業予算については、本年度も「名張市放課後子ども教室事業」助成金の申請を行う。 

 （収入の部）                                （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

事業委託費 １７２，０００ 名張市放課後子ども教室事業 

負担金 ３０，０００ 桔梗が丘自治連合協議会 

合 計 ２０２，０００  

 （支出の部）                                （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

報償費 ７２，０００ サポーター費用弁償等 

需用費等 １３０，０００ 花の種、培養土、印刷代等 

合 計 ２０２，０００  

 

 

３．みどり環境整備保全事業（桔梗が丘みどりの会事業）計画(案) 

 桔梗が丘地内には、桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）

をはじめとして多くの自然緑地が残されており、その豊かな自然と緑は、住宅団地である桔梗が丘に

住まいする住民にとって、かけがえのないものとなっている。こういった桔梗が丘地内の自然緑地の

保全管理については、桔梗が丘自治連合協議会のプロジェクト事業部会組織である〞桔梗が丘みどり

の会〞が中心となって取り組みを進めていく。主な事業の内容は、次のとおりである。 

（１） 桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）をはじめとし

た桔梗が丘地内の自然緑地の保全管理に取り組む。 

（２） 桔梗の森公園（１０号公園）については、名張市から除草・清掃の委託を受け作業を実施する。 

（３） 桔梗が丘自治連合協議会の快適環境部会や他のプロジェクト事業組織等と連携し、地域住民が

自然に親しんでもらえるイベント等を実施する。 

（４） 自然環境の保全に取り組んでいる他の団体とも連携し、共同作業や研修会の開催等を実施する。 

（５） 平成２８年度名張市ゆめづくり協働事業の採択を受け、「桔梗が丘みどりの会」の事業を進め
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るための装備の充実を図る。 

（６） 平成２８年度みえ森と緑の交付金事業の採択を受け、枯木の伐倒処理をした後を中心に植樹を

進め、みどり環境の整備と保全を図る。 

・平成２８年度特別会計予算（案）みどり環境整備保全事業（桔梗が丘みどりの会事業） 

（収入の部）                                 （単位 円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

委託料   ４９２，０００ 名張市（桔梗の森公園作業） 

ゆめづくり協働事業交付金   ２００，０００ 名張市 

ゆめづくり協働事業負担金    ３０，０００ 桔梗が丘自治連合協議会 

みえ森と緑の交付金   ２００，０００ 名張市 

繰越金    ７３，８８７ 前年度より繰越 

雑収入     １，１１３ 利息等 

合  計   ９９７，０００  

（支出の部）                                 （単位 円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

需用費   ６１２，０００ <事業対応内訳> 

ゆめづくり協働事業分    10,000 

みえ森と緑の交付金事業分  200,000 

一般分           402,000 

備品購入費   ２２０，０００ <事業対応内訳> 

ゆめづくり協働事業分    220,000 

保険料    １５，０００ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ保険料 

報償費   １００，０００ 講師・スタッフ実費弁償 

機械施設修繕整備積立金    ５０，０００ ２７年度決算積立金額    200,000 

合  計   ９９７，０００  

 

 

４．ききょう農楽園事業計画（案） 

桔梗が丘農楽園は、桔梗が丘地域の住民が土とのふれあいを通して心豊かな生活の醸成と仲間づく

りの場となることを目指すとともに、地域に安全な農作物の提供を試みることを目的として、２６年

度に事業を立ち上げ、３年目になりました。 

２７年度農園の結果は、まだ土地が肥えているとは言えず、又、耕起も十分ではなく、ミミズや、

草が少なく、作物の発育収穫にばらつきがあります。 

そこで、２８年度は全面耕作した約６００坪を、きめ細かく耕起し、肥料も十分に入れ、共同用の

耕作地での作物の収穫量アップを目指します。仲間たちと分け合い、各行事には出来た作物を賞味し

てもらい、又、市民センター等にて安全な作物も販売していきます。・平成２８年度の事業予定 

① じゃがいも、サツマイモ、サトイモ、大根、人参玉ねぎの植え付け、管理 

② 土地の熟成へ元肥、収穫後の中型、小型耕運機による耕起 

③ 小型ハウスによる、自家育成。 
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④ 個人用耕作地の再設定 

⑤ 会費制による運営管理開始 

⑥ 自治連合協議会事業部、プロジェクトとの連携、市民センターでの販売等  

・平成２８年度特別会計予算（案） 

収入の部                              （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

会  費 ７０，０００ 年会費、個人用地使用料 

名張市ゆめづくり協働事業交付金 ２００,０００  

自治連合協議会負担金 ２０,０００  

販売売上 ３０,０００ 夏祭り、地域フェア等 

合 計 ３２０,０００  

支出の部                             （ 単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

耕運機、苗床用ハウス製作 ２２０,０００  

消耗品費 ７０,０００ 種苗代、肥料代 

その他消耗品 ３０,０００ ガソリン、防虫網等 

合 計 ３２０,０００  

 
 

５．桔梗が丘お助けセンター事業計画（案） 

 ２７年度に家事支援サービスに限定して運用を開始しましたが、今年度は実運用で把握した課題の

改善を図るとともに、外出支援サービスの運用開始、及び、給配食サービスの２９年度運用開始に向

けた検討、準備を行います。 

 １．事務局 

（１） センター全般の管理・運営体制の確立 

（２） スタッフ・支援メンバー補強 

 得意分野に特化した人材募集 

（３） 事務所の拡充・整備（場所等） 

 ２．家事支援サービス 

（１）前年から継続 

  （２）変更する項目 

        ① 事務所開所日  毎週金曜日 ⇒ 毎週月、水、金曜日 AM 9:00 ～ 12:00 

                （ 外出支援サービス実施時から） 

      ② メニューの見直し 

       危険度や負荷の高い作業のリストアップ（メニューから外す） 

 ３．外出支援サービス 

     ① 運営・管理基準制定 

     ② 公用車購入 

     ③ 試験運用（７月～９月） 
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     ④ 本格運用開始（１０月） 

４．配食支援サービス 

    ① 運営・管理体制確立 

    ② 南市民センター調理室改修（１０月～名張市が施工予定） 

    ③ 改修調理室試運転（２９年１月～） 

５．予算 

（収入の部） 

区  分 予 算 額 摘  要 

交付金 ６００，０００円 名張市ゆめづくり協働事業交付金 

負担金 １００，０００円 桔梗が丘自治連合協議会 

利用料 ３００，０００円 センター利用料 

支援活動補助金 
１，５００，０００円 地域移動支援活動補助金（公用車購入） 

１，０００，０００円 日常生活支援、外出支援活動補助金 

前期繰越金 ２８，５９２円  

雑収入 １，４０８ 利息等 

合  計 ３，５３０，０００円  

（支出の部） 

区  分 予 算 額 摘  要 

センター運営費 ７３０，０００円  

公用車購入費 １，５００，０００円  

備品購入費 ８００，０００円  

調査費 ３００，０００円 配食サービスニーズ調査 

保険料 ２００，０００円 傷害保険 

合  計 ３，５３０，０００円  
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議案第８号 平成２８年度市民センター事業計画（案）及び市民センター会計予算（案）

の承認に関する件     桔梗が丘市民センター・南市民センター 

 

 平成２８年度の市民センター事業計画（案）及び会計予算（案）を別紙のとおり定めます。 

 市民センターの管理運営には、平成１８年９月から実施の指定管理者制度のもとで効率的な運営に

努めておりますが、今年度も当該制度を充分に生かした管理運営を行ってまいります。 

 
別紙１１ 平成２８年度市民センター事業計画書（案） 
別紙１２ 平成２８年度市民センター会計予算書（案） 
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別紙１１ 平成２８年度市民センター事業計画書（案） 桔梗が丘市民センター・南市民センター 

学 級・教 室                    （開設数は年間・参加者数は延べ人数） 

学級・教室の名称 開設数 参加者数 主たる学習目標・内容 区 分 

サイエンスメイト 
“スカラベ”  ６回 １８０名

親子でふれ合いながら、科学工作や遊び

等を通じて、仲間づくりをする。 
教養の向上 
社会連帯意識 

“農”を楽しむ ２４回 ４８０名
土地を改良して、よりよい野菜の栽培等、

農業を通じて仲間作りをする。 
市民意識 
社会連帯意識 

しめ縄づくり教室  １回 ３０名 お正月用のしめ縄を自分の手でつくる。 趣味 
けいこ事 

パソコン教室 １２回 １２０名

中級者を対象に、自分で撮った写真を入

れた オリジナルカレンダーづくりやワ

ードで表作成をする 

趣味 
けいこ事 

シニアクラス✿  ７回 ２１０名
地域の高齢者の交流の場として、様々な

ジャンルの学習を提供する。 
市民 
社会連帯意識 

料理教室 
（そば打ち含む）  ３回 ４８名

そば打ちを含む色々な料理をつくりなが

ら、交流をはかってもらう。 
趣味 
けいこ事 

読書会（桔梗 
ブック倶楽部） １２回 ６０名

課題図書を決め、感想を話し合うことで、

視野を広げると共に新たな出会いづくり

をする。 

教養 
社会連帯意識 

漢字学入門 １１回 ２２０名
漢字の成り立ち等知らない漢字の神秘を

学びながら、地域住民との交流を図る。 
教養 
社会連帯意識 

「野村セミナー」

知って得する金融  ４回 ２００名

教養としての「お金」を学び、特に年金

や相続などにマネープランを分り易く学

習する。 

教養 
社会連帯意識 

「世界史講座」 
学び直し・世界史 １２回 ２４０名

世界史を学びながら、現在おきている事

象を知る。 
教養 
社会連帯意識 

講 座                               （参加者数は延べ人数） 

講座の名称 開催数 参加者数 主 た る 内 容 

桔梗が丘 
公開連続講座 
(世界史から学ぶ、

現代・未来)  ４回 ４００名 

講師 大阪大学 桃木至朗教授 いま世界史を学ぶ意味

講師 関西大学 小田淑子教授 世界史から見たイスラ

ーム 
講師 大阪大学 秋田 茂教授 経済史からみた世界 
講師 坂の上の雲ミュージアム 松原正毅館長 
   民族学から見た世界 

行 事                               （参加者数は延べ人数） 

行事の名称 開催数 参加者数 主 た る 内 容 

ロビーコンサート  随時 ３００名
色々なジャンルの方のコンサートを開催。 
(例)筝曲、ハーモニカ、女性コーラス、ギター演奏等。

プチコンサート  １回 ２００名 市内の高校、中学校の音楽関係クラブの演奏会。 

映画鑑賞会  ５回 ３００名 大人から子どもまで楽しめる映画鑑賞会。 

第 32 回 
市民センター祭（仮称）  １回 2,000 名 １０月開催 
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別紙１２ 平成２８年度市民センター会計予算書（案） 
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参考資料１ 桔梗が丘自治連合協議会組織図 
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参考資料２ 桔梗が丘自治連合協議会関係者名簿 
理事・監事（案） 

 役職名 氏   名 備   考 

１ 会長 辻森 保蔵 自治連合会代表幹事 

２ 副会長 大垣 孝彦 総務委員長 

３ 副会長 上田 博 
自治連合会副代表幹事 

自治連合会第３ブロック幹事 

４ 理 事 河合 進 自治連合会第１ブロック幹事 

５ 〃 杉中 清哉 自治連合会第２ブロック幹事 

６ 〃 吉村 末好 自治連合会第４ブロック幹事 

７ 〃 阪本 忠士 企画運営委員長 

８ 〃 北森 義次 広報委員長 

９ 〃 西宮 剛志 健康推進部会長 

１０ 〃 廣岡 貞之 住民交流部会長 

１１ 〃 竹原 啓子 教育文化部会長 

１２ 〃 武仲 元男 生活安全部会長 

１３ 〃 加納 康嗣 快適環境部会長 

１４ 〃 上島 芳子 地域福祉部会長 

１５ 〃 木村 好信 
桔梗が丘市民センター長・ 

桔梗が丘南市民センター長 

１６ 〃 廣岡 登喜子 事務局長 

１７ 〃 松岡 雅啓 事務局次長 

１８ 監 事 福森 譲  

１９ 〃 植野 正信  
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自治会長・区長               評議員 
氏   名 自治会・区名 氏   名 選出団体 

太 田  守 １番町区 辻 本 幸 三 １番町区 

野 中 康 弘 ２番町第１区 吉 谷 昌 亮 ２番町第１区 

河 合  進 ２番町第２区自治会 稲 垣 忠 英 ２番町第２区自治会 

竹 森 喜 慶 ２番町第３区自治会 竹 澤 陽 一 ２番町第３区自治会 

清 滝 勇 人 ３番町自治会 中 川  健 ３番町自治会 

杉 中 清 哉 ４番町区自治会 森 長 義 和 ４番町区自治会 

上 田  博 ５番町第１区 繁 田 邦 明 ５番町第１区 

北 森 輝 夫 ５番町第２区 木 原  宏 ５番町第２区 

田 中 博 明 ５番町第３区 渡 辺  保 ５番町第３区 

竹 内 多 恵 ６番町区 岡 田 直 樹 ６番町区 

仲 田  敏 ７番町１区自治会 高 藤  隆 ７番町１区自治会 

杉 岡 雪 子 ７番町２区自治会 奥  潤 一 郎 ７番町２区自治会 

増 田 清 賢 ８番町１区自治会 池 本 仁 志 ８番町１区自治会 

武 仲 元 男 ８番町２区自治会 武 仲 生 子 ８番町２区自治会 

山 本 雅 信 南第１区 皿 海  覚 南第１区 

藤 田 和 也 南第２区 松 尾 政 則 南第２区 

佐 田 勝 彦 南第３区 西  幸 雄 南第３区 

戌 亥 輝 晃 西１番町自治会 平 井 俊 圭 西１番町自治会 

水之浦 英 樹 西２番町自治会 城 下 有 夫 西２番町自治会 

吉 村 末 好 西３番町自治会 大 戸 悟 史 西３番町自治会 

西 野 和 美 西４番町自治会 藤 本  勝 西４番町自治会 

中 森 俊 輔 西５番町自治会 坂 本 剛 生 西５番町自治会 

㮈 本 茂 和 西６番町自治会 山 本 尚 弘 西６番町自治会 

渡 部 博 明 西７番町自治会 山 中 強 資 西７番町自治会 

  木 瀬 孝 子 婦人会 

  仁 科 昌 之 老人クラブ協議会 

  川 口  力 子ども会連合会 

  山 口 正 博 保育所・幼稚園 

  中 澤 奉 弘 小・中学校（ＰＴＡ）

  樫 本 惠 子 民児協 

  村 田 憲 子 民児協 

  丹 羽 淳 子 民児協 

  多 賀 猪佐美 桔梗が丘商店会 

  森 中 庸 祐 健康推進部会 

  小 川  光 住民交流部会 

  岸 本 重 郎 教育文化部会 

  石 崎 潮 生活安全部会 

  楓 井 千 秋 快適環境部会 

  梅 本 久 子 地域福祉部会 
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参考資料３ 桔梗が丘自治連合協議会関係規定 
 

桔梗が丘自治連合協議会規約 

第 1 章 総 則 

(名 称) 

第１条 本会は、桔梗が丘自治連合協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を桔梗が丘公民館内に置く。 

      名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地の４ 

（目 的） 

第３条  協議会は、豊かで住みよいまち「桔梗が丘」を創造するため、住民の交流を図

り、地域のつながりを深め、住民が主体となって活力と魅力あふれる良好な居住環境

及び安全、安心な生活環境の実現をめざすものとする。 

（運営の原則） 

第４条  協議会の運営は、住民自治の基本である住民参加の自由、発言の自由等を保障

する。 

２ 前項を達成するため、次の事項を運営の責務とする。 

（１）協議会運営の民主制を確保すること。 

（２）自立した地域社会を創造し、実現に向けての取り組みを行うこと。 

（３）協議会への活動参加の公平性を確保すること。 

（４）住民等の意見や要望等の集約をすること。 

（５）情報の公開及び共有を行うこと。 

（６）その他、運営上不可欠と思われる事項を実施すること。 

（事 業） 

第５条  協議会は第 3条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。 

 （１）地域住民の健康及び福祉の増進に関する事業。 

 （２）地域住民の交流に関する事業。 

（３）高齢者の生きがいづくりに関する事業 

  （４）青少年の健全育成に関する事業。 

（５）自主防犯及び自主防災に関する事業。 

（６）環境及び景観の保全に関する事業。 

 （７）地域文化の継承及び創出に関する事業。 

（８）コミュニティビジネス等地域活性化に関する事業。 

２ 前項に掲げるもののほか、特に協議会が必要と認めた事業を行う。 

（地域ビジョン） 

第６条  協議会は、名張市地域づくり組織条例（平成２１年条例第３号）第９条の規定

に基づき桔梗が丘の地理的な特性、自然、産業、歴史及び文化等の地域資源を活用し、

課題を解決するため、理念、基本方針及び将来像をとりまとめ地域ビジョンを策定し、

その実現に向けて努めるものとする。 
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（会 員） 

第７条  協議会の会員は、桔梗が丘地区に居住する住民及び団体、並びに桔梗が丘地区

で事業活動する事業所で構成する。 

２ 前項で規定する団体は、次に掲げるものとする。 

 （１）桔梗が丘地区自治会又は区 

（２）桔梗が丘地区婦人会 

(３) 桔梗が丘地区高齢者の会 

(４) 桔梗が丘地区子ども会育成会 

(５) 桔梗が丘地区保育所、幼稚園及び保護者会 

(６) 桔梗が丘地区小学校、中学校、高等学校、並びにＰＴＡ  

(７) 桔梗が丘地区民生委員、児童委員協議会 

(８) 桔梗が丘商店会 

３  桔梗が丘地区公民館自主サークルクラブ、各種ボランティア団体その他任意団体、

並びに協議会の趣旨に賛同し、積極的に活動に参加する団体又は事業所は、理事会の承

認を得て第１項の構成団体又は事業所とすることができる。 

（会員の役割） 

第８条   会員は、協議会の行う行事や地域コミュニティ活動及びボランティア活動等へ

の積極的な参加などを通して、桔梗が丘のより良いまちづくりに貢献する。 

２ 会員は、自治会費（区費）として納入した分から総会で決定された金額を協議会活

動経費の一部として負担する。 

 

第２章 評議員及び総会 

第１節 評議員 

（定 数） 

第９条 評議員の定数は、40 名以内とする。 

２ 評議員の選出母体は、次の各号のとおりとする。 

（１）桔梗が丘自治会又は区    24 名 

（２）事業部会           6 名 

（３）団体等         10 名以内 

（役 割） 

第 10 条 評議員は、定時総会及び臨時総会において、理事会が提案する議案を審議し、

議決する。 

２ 評議員は、協議会の運営の諸事項について、調査等をおこない、理事会に提案する

ことができる。 

（選 出） 

第 11 条 地区自治会選出の評議員は、各自治会の会長、区長またはその組織の責任者が

選出し、会長宛選出届けを提出する。 

２ 各事業部会選出の評議員は、部会長が選出し、会長宛選出届けを提出する。 

３ 各種団体選出の評議員は、団体の代表者または責任者が選出し、会長宛選出届けを
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提出する。 

（任 期） 

第 12 条 評議員の任期は、選出後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関

する定時総会の終結の時までとする。 

２ 任期満了前に退任した評議員の補欠又は増員により選出された評議員の任期は、前

任者又は他の在任評議員の任期の残任期間と同一とする。 

 

第２節 総会 

（構成と役割） 

第 13 条 総会は評議員をもって構成し、最高議決機関とする。 

（総会の招集） 

第 14 条 総会は、協議会会長（以下「会長」という。）が招集する。 

（定時総会） 

第 15 条 定時総会は、毎年事業年度終了後２ヶ月以内に招集する。 

（臨時総会） 

第 16 条 会長は、評議員総数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び開催の理

由を記載した書面を提出して総会の開催の請求をしたときは、その請求があった日か

ら２０日以内に臨時総会を開催しなければならない。 

２ 前項のほか、会長が必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。 

（総会の開催手続） 

第 17 条 会長は、総会を開催しようとするときは、開会の日の５日前までに、評議員に

日時及び場所、会議に付議すべき事項を示した開催通知を送達しなければならない。 

（定足数） 

第 18 条 総会は、評議員総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることが

できない。 

（議長等の選出） 

第 19 条 総会の議長及び副議長は、評議員の互選により選出する。 

（議長等の任期） 

第 20 条 議長及び副議長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（議長等の役割） 

第 21 条 議長は、評議員を統括し、総会の運営を行う。 

２ 議長は、第 10 条第 2項に関して、研修の会議等を開催することができる。 

３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

（総会の議決） 

第 22 条 総会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。ただし、第 23 条第 3号のうち、制定及び廃止については、出席した

評議員の３分の２以上の決するところによるものとする。 

２ 総会は、第 17 条の規定により、予め通知した議案のみ議決することができる。 

 



- 71 - 
 

（総会の議決事項） 

第 23 条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。 

(１) 会長、副会長及び理事の承認に関する事項 

（２）監事の承認に関する事項 

(３) 規約の制定、改正、及び廃止に関する事項 

(４) 毎事業年度の予算及び事業計画に関する事項 

(５) 毎事業年度の決算及び事業報告に関する事項 

(６) 毎事業年度決算監査及び業務監査報告に関する事項 

(７) 地域ビジョンの策定に関する事項 

(８) その他重要な事項 

（総会の議事録） 

第 24 条 総会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しな

ければならない。 

（総会の傍聴） 

第 25 条 会員は、定時総会及び臨時総会を傍聴することができる。   

 

第３章 理事及び理事会 

第 1節 理 事 

(定 数） 

第 26 条 理事の定数は２０名以内とする。 

（理 事） 

第 27 条 理事は、次の各号に掲げる者を充て総会の承認を得て就任する。 

(１）自治連合会代表幹事及び４ブロック選出の幹事 

（２）総務委員会委員長 

（３）企画運営委員会委員長 

（４）広報委員会委員長 

（５）事業部会部会長 

（６）桔梗が丘公民館長 

（７）事務局長、事務局次長。 

（役 職） 

第 28 条 協議会は、会長１名及び副会長２名以内を置く。 

（選 出） 

第 29 条 会長は、自治連合会代表幹事をもって充て総会の承認を得て就任する。 

２ 副会長は、理事の中から会長が指名する。 

（任 期） 

第 30 条 理事の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 31 条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 
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２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

３ 理事は、規約及び総会の議決に基づき協議会の会務を執行する。 

第２節 理事会 

（構成と役割） 

第 32 条 理事会は、理事をもって構成し、協議会の最高意思決定機関であり、組織運営

の執行決議機関とする。 

（招 集） 

第 33 条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。 

（定足数） 

第 34 条 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすること

ができない。 

（議 決） 

第 35 条 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（議決事項） 

第 36 条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。 

（１） 総会の招集及び総会に提出する議案等に関する事項 

（２） 事業運営の具体的方針に関する事項 

（３） 規則等の改廃に関する事項 

（４） 受託事業及び指定管理者制度に基づく管理運営に関する事項 

（５） その他理事会において必要と認める事項 

（議事録） 

第 37 条 理事会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印し

なければならない。 

 

第４章 自治連合会 

（構成と役割） 

第 38 条 協議会に自治連合会（以下「連合会」という。）を置き、区長又は自治会長（以

下「区長等」という）をもって構成する。 

２ 連合会は、協議会と自治会又は区を結ぶ中心的な組織であり、その役割は、地区住

民の意思を反映させ、協議会の運営の根幹を担うものとして活動を行う。 

３ 連合会は、協議会の運営及び施策について理事会に提案及び建議ができる。 

（幹 事） 

第 39 条 連合会に、代表幹事１名、副代表幹事１名及び幹事３名を置く。 

（選 出）  

第 40 条 桔梗が丘２４区を施行規則に定める４ブロックに分けるものとする。 

２ 幹事の選出は、前項に定める４ブロックの代表者の中から選出する。 
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３ 代表幹事は４ブロックの代表者の互選、もしくは４ブロックの代表者が推薦し、連

合会が承認した者とする。 
４ 互選により代表幹事を選出したブロックは、別に幹事を選出しなければならない。 
（招 集） 

第 41 条 連合会は、必要に応じて代表幹事が招集し、その議長となる。 

（定足数） 

第 42 条 連合会は、区長等の３分の２以上が出席しなければ議事を開き、議決をするこ

とができない。 

（議 決） 

第 43 条 連合会の議事は、出席した区長等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（議決事項） 

第 44 条 連合会における審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。    

（１） 理事会への付託事項 

（２） 連合会の活動方針に関する事項   
（３） 桔梗が丘全地区に係る自治会活動に関する事項 
（４） 委員会に対する要請に関する事項 
（５） 事業部会よりの要請及び協力体制に関する事項 
（６） その他連合会会員よりの要請に関する事項 

（地区自治会等の提案） 
第 45 条 桔梗が丘 24 地区の区又は自治会（以下「自治会等」という。）は、協議会の事

業等について連合会に対して提案することができる。 
２ 連合会は、自治会等が議決した事項の提案並びに具申等を尊重しなければならない。 
（議事録）  
第 46 条 連合会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び連合会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印し

なければならない。 

 

第５章 委員会 

（委員会） 

第 47 条 協議会に、総務委員会、企画運営委員会及び広報委員会（以下「委員会」とい

う）を置く。 

２ 各委員会は、施行規則に定める任務等を行う。 

（構 成） 

第 48 条 委員会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名する者をもっ

て構成する。ただし、特に必要な場合は、理事会の承認により、会員以外の者を委員

にすることができる。   

（役 職） 

第 49 条 委員会に、委員長、副委員長各１名を置く。 
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（選 出） 

第 50 条 委員会の委員長及び副委員長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

（任 期） 

第 51 条 委員会の委員長及び副委員長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 52 条 委員会は、理事会より付託された事項、その他協議会の運営に必要な事項の審

議検討を行う。 

（招 集） 

第 53 条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

（議 決） 

第 54 条 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（議事録） 

第 55 条 委員会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び委員会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印し

なければならない。 

(設 置) 

第 56 条 協議会は、必要に応じて新たな委員会を置くことができる。 

２ 新たな委員会は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

 

第６章 事業部会及びプロジェクト事業部会 

（事業部会） 
第 57 条 協議会に第 5 条に規定する事業を行うため「健康推進部会」「住民交流部会」

「教育文化部会」「生活安全部会」「快適環境部会」「地域福祉部会」の６事業部会を

置く。 

２ 各事業部会が行う事業の範囲は、施行規則に定める。 

 (構 成) 

第 58 条 事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名するものを

もって構成する。   
（役 職） 
第 59 条 事業部会に、部会長及び副部会長を置く。 
(選 出） 
第 60 条 事業部会の部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

  (任 期) 

第 61 条 部会長及び副部会長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（役 割） 
第 62 条 事業部会は、第 5条に規定する事業を行うため、活動の企画立案を行い、 

連合会及び理事会の協力のもと実施する。 
（招 集） 
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第 63 条 事業部会は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。 

（議 決） 

第 64 条 事業部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、 

議長の決するところによる。 

(議事録） 

第 65 条 事業部会の議事は、議事録を作成し部会長が署名する。 

  (設 置) 

第 66 条 協議会は、必要に応じて新たな事業部会を置くことができる。 

２ 新たな事業部会設置は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

（プロジェクト事業部会） 
第 67 条 協議会に地域ビジョンにより策定された事業を行うにあたり、プロジェクト

事業部会を置くことができる。 

２ プロジェクト事業部会は、それぞれの目的達成に向けて計画を策定し運営を行う。 

（構  成） 
第 68 条 プロジェクト事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては該当団体が 

指定する者をもって構成する。 
（運  営） 
第 69 条 プロジェクト事業部会は、目的達成等のために規約等を作成し運営を行う。 
２ 運営は、独立採算制を原則とする。 

（議事録） 
第 70 条 プロジェクト事業部会の議事は、議事録を作成しなければならない。 
２ 議事録には、議事録署名人２名が署名、捺印をしなければならない。 

（報告義務） 
第 71 条 プロジェクト事業部会は、理事会と自治連合会に、９月に活動中間報告を、 
３月に活動年間報告及び決算報告を行うとともに、次年度の事業計画を提出しなけれ 
ばならない。 

２ プロジェクト事業部会は、理事会及び自治連合会より活動等に関する報告要請を請

けた時、速やかにこれに応じなければならない。 
３ 理事会は、プロジェクト事業部会の活動状況を総会に報告し、承認を得なければな

らない。 

第７章 施設管理運営 

   （施設の管理運営） 
第 72 条 協議会は、名張市の条例で定める指定管理者制度により、施設の管理運営を

行うことができる。 
２ 名張市との協定及び契約条件の変更又は解約については、理事会の承認を得るもと 

する。 

３ 協議会は、施設の管理にあたり、指定管理者制度の趣旨を尊重し、地域住民の活動 
拠点として利用者の立場をよく理解して行わなければならない。 

 （施 設） 
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第 73 条 協議会が指定管理者制度により管理運営する施設は、次の各号に掲げるとおり 
とする。 

  （１）桔梗が丘公民館 
  （２）桔梗が丘南公民館 
２ 協議会は、指定管理者としての責務を果たすため、公民館運営審議会及び公民館運 

営委員会を置く。 

３ 公民館の管理運営に関する事項は、公民館管理運営規程に定める。 

 

第 8 章 受託事業 

（受託事業） 
第 74 条 協議会は、名張市の業務を契約に基づき受託すること（以下「受託事業」とい

う。）ができる。 
（受託事業の執行） 
第 75 条 協議会は、事業計画等を作成し、受託事業を執行する。 
 

第 9 章 事務局 

（事務局） 
第 76 条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 
２ 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。 
３ 事務局職員の定数は 10 名以内とする。  
（職 務） 
第 77 条 事務局職員の職務は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１）協議会の運営に関する事項 
（２）公民館の管理運営に関する事項 
（３）協議会の事業及び公民館活動を円滑に遂行するための業務に関する事項 
（４）総会、理事会、連合会及び委員会の会議に関する事項 
（５）名張市との連絡調整に関する事項 
（６）構成団体との連絡調整に関する事項 
（７）その他、会長及び館長が必要と認める事項 

２ 事務局長及び事務局次長は、会長及び公民館長の職務命令により、業務を遂行する。 
３ 事務局職員は、事務局長及び事務局次長の職務命令により、業務を遂行する。  
 

第 10 章 会 計 

 （会 計） 
第 78 条 協議会の会計年度は、毎年 4月 1日から翌年の 3月 31 日までとする。 

２ 協議会の会計は、協議会会計及び公民館会計、並びに特別に設置を必要とする場合 
の特別会計とする。 
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(財 産) 
第 79 条 協議会の財産は、会費、負担金、事業に伴う収入、市の交付金及び寄付金等の

収入による。 
２ 協議会の財産は、理事会の定めるところにより会長が管理する。 
３ 協議会が解散する場合の財産処分は、総会の決するところによる。 
（経 費） 
第 80 条 協議会の経費は、財産をもって充てる。 
 （事業計画及び収支予算） 
第 81 条 協議会の事業計画及び収支予算は、定時総会までに会長が作成する。 
（予算編成） 
第 82 条 協議会の予算は、委員会及び事業部会の予算要求に基づき総務委員会が予算原 

案の作成をする。 
２ 総務委員会が作成した予算原案は、連合会及び理事会で審議する。 
(予算の執行) 

第 83 条 予算は、総会で承認された事業計画に基づき執行する。 
２ 会計年度終了後、定時総会で新年度の予算が承認されるまでの間は、前年度の予算 

に準じて収入及び支出をすることができる。 
３ 緊急に新たな事業の実施の必要が生じたとき、或いは、事業計画の変更の必要が生 

じたときは、理事会の承認により変更することができる。 
４ 前項により予算の変更を行ったときは、直近の総会に報告しなければならない。 
（監査義務） 
第 84 条 会長は、毎事業年度終了後速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、監事 

の監査を受けなければならない。 
(出 納) 

第 85 条 協議会及び公民館の出納事務は、会計処理規程に基づき事務局長及び事務局次 
長の権限と責任において行う。 

２  事務局長は、毎年 9 月 30 日現在の予算の執行状況を理事会に報告するものとする。 

３  金銭出納処理及び関係書類の保存に関する事項は会計処理規程に定める。 

 

第 11 章 評価制度 

（評価制度） 

第 86 条 協議会の活動が効率効果的に行われ、その成果を検証するため評価制度を導 

入する。 

２ 協議会における運営、活動及び事業等すべての取り組みを評価の対象とする。 

（評価の方式） 

第 87 条 評価の方式は、事業部会が行う自己評価と企画運営委員会が行う総合評価と 

する。 

２ 事業部会が行う自己評価は、事業毎に終了後速やかに行う。 

３ 評価は、今後の事業に有効にかつ有益に反映されるものでなければならない。 
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（評価結果の報告） 

第 88 条 企画運営委員会が行った総合評価の結果は、理事会に報告する。 

 

第 12 章 監 査 

（監 査） 
第 89 条 監査は、協議会の運営等に対する会計処理及び業務審査を監査機能の専門性及

び独立性を充実させて行い、監査機能に対する会員の信頼性を高めるとともに、協

議会の発展に寄与するものとする。 

(監 事) 

第 90 条 監査業務執行のため監事を置く。 

２ 監事は 2名とし、総会の承認を得て会長が任命する。  

３ 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

(任期等) 

第 91 条 監事の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

２ 欠員が生じた場合、理事会の決議により補充もしくは、欠員とすることができる。 

(監査方法)  

第 92 条 監査は、定期監査及び随時監査により実施する。 

２ 定期監査は、会計年度終了後 2ヶ月以内に行う。 

（監査結果の報告） 

第 93 条 監事は、監査結果を総会に報告しなければならない。 

２ 理事会は、監査結果を尊重し協議会の運営に反映させる為に協議しなければなら 

ない。 

 

第 13 章 情報公開 

（情報公開） 

第 94 条 協議会は、その運営及び活動を広報紙、インターネットのホームページ等を通 

じ、適宜適切に会員に広報するとともに、広聴に努めなければならない。 

２ 協議会は、毎事業年度の予算及び事業計画、毎事業年度の決算及び事業報告、並び 

にその監査結果を公表しなければならない。 

３ 協議会は、会員からの情報公開の要求に対しては、施行規則に定める手続きにより 

理事会が行うものとする。 

（情報の共有） 

第 95 条 協議会は、地域内外の各種情報を積極的に収集するとともに、適時関係団体等 

に提供するものとする。 

２ 連合会は、地域内の各種情報を積極的に収集するとともに、理事会等関係機関に提 

供するものとする。  

 



- 79 - 
 

第 14 章 雑 則 

（監査請求） 

第96条 会員は、協議会の運営等に疑義のあるときは、監査の請求を行うことができる。 

２ 監査請求の手続き等は、施行規則に定める。 

（規則等への委任） 

第 97 条 協議会の運営に必要な規則、規程等は、別に理事会で定める。 

（実費弁償） 

第 98 条 協議会は、その活動に従事した理事及び部会員等に対し、実費弁償をすること

ができるものとする。 

 

 附 則 

（施行期日） 

第１条 この規約は、平成 21 年 11 月 14 日から施行する。 

（評議員等の任期に関する経過措置） 

第２条 第９条に定める評議員、第 26 条に定める理事、第 49 条に定める委員長及び副

委員長、第 59 条に定める部会長及び副部会長並びに第 90 条に定める監事の平成 21

年 11 月 14 日から始まる任期については、第 12 条第１項中「選出後２年以内に終了す

る事業年度のうち、最終のもの」とあるのを、「平成 21 年度 11 月 14 日から始まる事

業年度」と読み替えるものとする。 

（会計年度に関する経過措置） 

第３条 平成 21 年 11 月 14 日から始まる協議会の会計年度は、第 78 条の規定に関わら

ず、平成 21 年 11 月 14 日から平成 22 年３月 31 日までとする。 

（事業計画等に関する経過措置） 

第４条 協議会は、桔梗が丘まちづくり委員会の平成 21 年度に係る事業計画及び予算並

びに平成 21 年４月１日から平成 21 年 11 月 14 日までの決算内容を引き継ぐものとす

る。 

附 則 

この規約は、平成 22 年５月８日から施行し、平成 22 年４月１日から適用する。 
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桔梗が丘自治連合協議会規約施行規則 

(趣旨) 

第１条 桔梗が丘自治連合協議会規約(以下「規約」という)の規定に基づき、必要な事項を定める。 

(ブロック) 

第２条 規約第４０条第１項に規定する桔梗が丘２４区の４ブロックについて、次のとおり定める。 

第１ブロック １番町区、２番町第１区 (１、２、３街区)、２番町第２区（４、５街区）、 

２番町第３区（６、７街区）、３番町区 

第２ブロック ４番町区、６番町区（６番町全域及び７番町３街区 1～14 番地）、 

７番町第１区（１街区及び 1～14 番地を除く３街区）、７番町第２区（２街区） 

８番町第１区（２街区以外の８番町）、８番町第２区（２街区） 

第３ブロック ５番町第１区（１，２，３、６街区）、５番町第２区（４，５，11，12 街区）、 

５番町３区（７，８，９，10 街区）、南第１区（南１番町１、２街区）、 

南第２区（南１番町３街区、南２番町１、２街区）、 

南第３区（南３番町１、２、３街区、南４番町１街区） 

第４ブロック 西１番町区、西２番町区、西３番町区、西４番町区、西５番町区、西６番町区、 

西７番町区、 

 

（委員会の業務範囲） 

第３条 規約第４７条第２項に規定する委員会の業務範囲は、次のとおり定める。 

（１） 総務委員会 

① 総会、理事会、自治連合会の運営に関する事項 

② 規約、規則等の制定及び改正並びに廃止に関する事項 

③ 決算及び予算並びに事業計画の原案調整等の財務に関する事項 

④ 協議会の運営に対する円滑化に関する事項 

⑤ 指定管理者制度に関する事項 

⑥ その他、事業部会及び他の委員会に属しない事項 

（２） 企画運営委員会 

① 規約第６条に規定する「地域ビジョン」の策定推進に関する事項 

② コミュニティビジネス等、事業部会に対する新規事業の検討及び支援に関する事項 

③ 事業部会の事業活動に対する評価及び検証に関する事項 

④ 将来に向けての協議会運営の基本的方針に関する事項 

⑤ その他、協議会の企画運営に関する事項 

（３） 広報委員会 

① 協議会の広報紙の発行及び編集方針に関する事項 

② 協議会のホームページの管理運営に関する事項 

③ 協議会の内外における情報の収集及び提供に関する事項 

④ その他、広聴及び広報活動に関する事項 

(事業部会の事業範囲) 

第４条 規約第 57 条第２項に規定する事業部会の事業範囲を、次のとおり定める。 



- 81 - 
 

（１） 健康推進部会 

① 地域住民の健康増進に関する事業 

② スポーツや行事を通じた、親子や住民間の親睦及び絆づくり推進事業  

（２） 住民交流部会 

① 地域住民の交流イベント等に関する事業 

② 地域住民の連帯感の向上及びふれあいに関する事業 

③ 地域活性化への取り組みに関する事業 

④ 人材バンクの創設及び運営支援に関する事業 

⑤ 地域ポテンシャルの発掘形成に関する事業 

（３） 教育文化部会 

① 生涯学習の展開に関する事業 

② 青少年の健全育成に関する事業 

③ 地域間及び世代間の交流推進に関する事業 

④ 地域の伝統文化の継承及びスローライフ社会への取り組みに関する事業 

⑤ 文化、スポーツ及びレクリエーションに関する事業 

（４） 生活安全部会 

① 安心安全な地域社会の構築推進及び啓発活動に関する事業 

② 安全で快適な犯罪のない地域防犯活動の連携に関する事業 

③ 防災のハード及びソフトの基盤づくりに関する事業 

④ 快適な交通環境づくりに関する事業 

（５） 快適環境部会 

① 地域の生活環境と自然緑化の保全活動に関する事業 

② 生活に憩いと潤いを与え、安らぎのある地域づくり並びに快適環境の創造に関する事業 

③ 環境美化マナーの啓発活動に関する事業 

④ 自然との交流及びスローライフ構想の推進に関する事業 

⑤ 省資源及びリサイクルの展開に関する事業 

（６） 地域福祉部会 

① 社会的援助を必要としている高齢者等を対象とした支援事業 

② 高齢者等を対象とした生きがいづくりの支援事業 

③ その他、地域福祉の改善に向けた事業 

（情報公開の手続） 

第５条 規約第 94 条第３項に規定する情報公開の手続きは、第６条から第１３条に定める。 

（公開の情報） 

第６条 公開請求できる情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１） 協議会が保有する全てを公開することを原則とする。 

（２） 協議会が運営及び活動を行うに際して作成し、保存期限内にある資料とする。 

(非公開の情報) 

第７条 非公開もしくは公開を拒否する情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１） 個人のプライバシーの保護等に関わる個人情報 

（２） 法人及び団体等の権利侵害等に及ぶ情報 
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（３） 協議会の会議等における個人が特定される発言等の情報及び意思決定の中立性が損なわれる 

と判断される情報 

（請求の手続） 

第８条 情報公開請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１） 公開を求める情報の内容 

（２） 情報の使用目的 

（３） 情報の適正な使用の誓約 

（４） 請求者の住所及び氏名 

（公開、非公開の決定） 

第９条 協議会は、開示請求を受理した日から１５日以内に公開又は非公開を決定し通知しなけれ 

ばならない。 

２ 非公開と決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（公開の限度） 

第 10 条 公開の範囲は、以下に掲げるものとする。 

（１） 全部開示：請求者の求める情報を全て開示するもの 

（２） 部分開示：非開示の情報が有し開示するもの 

（３） 非開示：請求者の求める情報を全て開示しないもの 

（４） 不存在：請求者が求める情報が存在しないため開示できないもの 

（請求者の責務） 

第 11 条 請求者は、公開された情報を適正に使用しなければならない。不当な使用により、他人の権

利を侵害等問題が生じたときは、請求者が誠意を持って解決しなければならない。 

(費用の負担) 

第 12 条 請求者は、情報の写しの作成及び送付に関する費用を負担しなければならない。 

(不服申立) 

第 13 条 不服申し立て等は、名張市情報公開条例に準拠する。 

(監査請求) 

第 14 条 規約第 96 条第２項に規定する監査請求の手続きは、第 15 条から第 18 条に定める。 

(監査請求事項) 

第 15 条 監査を請求できるのは、財務会計上の違法又は不当な行為により、以下の事項において会員

に損害を生じさせた場合に限られる。 

（１） 公金の支出 

（２） 財産の取得、管理、処分 

（３） 契約の締結、履行 

（４） 債務借入等の義務負担 

（５） 公金の賦課及び徴収義務に対する事実 

（６） 財産管理の義務に対する事実 

（請求の期限） 

第16条 監査請求の期限は、違法、不当な行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、

監査請求することはできない。ただし、正当な理由があると認められる時は、この限りではない。 

（請求手続） 
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第 17 条 監査請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１） 措置請求の要旨 

  イ 監査請求組織及び対象者 

  ロ 財務会計上の行為の内容 

  ハ 行為による損害の内容 

  ニ 請求措置の内容 

（２） 請求者の住所及び氏名 

（監査結果通知） 

第 18 条 監査結果は、請求のあった日から６０日以内に請求者に通知しなければならない。 

 

附則 

この施行規則は平成 21 年 11 月 14 日から施行する。 

この施行規則は平成 22 年５月８日から施行し、平成 22 年４月１日から適用する。 
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会計処理規程 

 
第１章 総則 

（目的） 
第１条 この規程は、桔梗が丘自治連合協議会規約第 10 章の規定に基づき、桔梗が丘自治連合協議

会（以下「協議会」という。）の財産及び会計に関する基準を定める。 
（会計区分と処理原則） 
第２条 協議会の会計は、協議会会計及び市民センター会計並びに特別に設置を必要とする場合の特

別会計とし、規約及びこの規程の定めるところにより処理するものとする。 
（会計年度） 
第３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 
（会計の総括） 
第４条 協議会の会計は、協議会会長（以下「会長」という。）が総括する。 
（会計担当理事） 
第５条 会計を担当する理事は、事務局長及び事務局次長とする。 
２ 会計の実務は、事務局長の監督のもと、原則として事務局次長が行う。  
（総務委員長の承認） 
第６条 協議会会計の支出処理については、会計担当理事は、総務委員長の事前承認を受けるものと

する。ただし、総務委員会に係る支出処理については、会長の事前承認を受けるものとする。 
（出納印の管理） 
第７条 出納印は、施錠の出来る印鑑収納箱に収納し、会計担当理事が管理する。 
（収支累計表の作成） 
第８条 会計担当理事は、協議会会計及び市民センター会計毎に、別に定める収支累計表を毎月作成

し、総務委員長を経由して会長の承認を得るものとする。 
（帳簿書類の保存及び処分） 
第９条 会計に関する帳簿等の保存期間は、次のとおりとする。 

（１） 収支予算書及び収支決算書        10 年 

（２） 経理の元帳・現金出納帳・預金出納帳   7 年 

（３） 計算書類及び証拠書類          7 年 

（４） 備品台帳              永久保存 

（５） その他の関係書類            5 年 

２ 前項の帳簿等の保存期間は、帳簿等の閉鎖の日の属する事業年度の決算に関する定時総会の日の 
翌日から起算する。 

３ 帳簿等の保存期間の満了後、廃棄するときは、その帳簿等の明細を作成し、事前に会長の決済を 
受けるものとする。 

 
第２章 金銭出納 

（証拠書類の授受） 
第 10 条 金銭の収納は、原則として、領収書その他の証拠書類を発行し、支払いについては、支払先
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から、領収書その他の証拠書類を受領するものとする。ただし、銀行等の振込みによる収納又は

支払いの場合は、取り扱い銀行等の領収書その他の証拠書類をもってこれに代えることができる。 
（支出手続） 
第 11 条 協議会会計における支出は、委員長又は事業部会長が提出する別に定める「支出依頼書」に

基づき、別に定める会計伝票で行うものとする。 
２ 市民センター会計における支出は、会計伝票で行い、館長の承認を要するものとする。ただし、

一件 ５万円以上の支出については、事前に、別に定める「支出決裁書」を要する。人件費の支

出については、会長の事前決済を要するものとする。 
（前金払及び概算払） 
第 12 条 経費の性質上又は業務運営上必要あるときは、前金払い又は概算払いすることができる。 
（銀行等金融機関との取引） 
第 13 条 銀行及びその他の金融機関と取引を開始し又は廃止するときは、理事会の承認を必要とする。 
（余裕金の運用） 
第 14 条 協議会会計及び市民センター会計における業務運営上の余裕金は、金融機関に預金するもの

とする。 
２ 前項の預金の種類及び金額等については、理事会で決定する。 
（手元現金） 
第 15 条 会計担当理事は、市民センター会計に、日々の現金支払いに充てるため、手元現金を置くこ

とができる。 
２ 前項の手許現金の保有限度額は、原則として、２０万円とし、その受払い及び保管は、会計担当

理事があたる。 
（残高照合） 
第 16 条 会計担当理事は、毎日、現金出納締切後、その残高を現金出納帳と照合しなければならない。 
２ 預金は、毎月末現在で、預金先金融機関の通帳等と、預金出納帳を照合しなければならない。 
 

第３章 契約 
（契約書の作成） 
第 17 条 契約を締結しようとするときは、その履行に関し必要な内容を記載した契約書を作成しなけ

ればならない。ただし、軽易な契約については、契約書の作成を省略し、これに代わる書類をも

って処理することができる。 
（契約の締結） 
第 18 条 契約の締結は、会長が行うものとする。 
 

第４章 資産 
（運用資産の管理） 
第 19 条 会計担当理事は、備品台帳を備え付け、物件毎に、その取得年月日、種類等必要事項を記載

するものとする。 
２ 会計担当理事は、毎事業年度末の資産の現状について調査を行い、備品台帳と照合しなければな 

らない。 
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第５章 予算 

（予算の執行と流用） 
第 20 条 事業活動に伴う予算の執行は、委員会及び事業部会並びに市民センターの年度事業計画の事

業費の範囲内で行うものとする。 
２ 規約第 83 条第３項中「緊急に新たな事業の実施の必要が生じたとき、或いは、事業計画の変更の 

必要が生じたとき」とは、年度事業計画に新たな事業項目を追加することをいうものとする。 
３ 前項の場合に要する予算は、理事会の承認により、予備費の残額の範囲内で流用することができ 

る。ただし、その予算が、予備費の残額を超えると見込まれる場合は、事前に総会の承認を要する 
ものとする。 

４．予算書勘定科目の「目」において、予算の流用を行う必要が生じた場合は、会長の事前決裁によ 
り行うことができる。また、理事会がやむを得ない事情が生じたと認めたときは、「項」間の流用

を行えるものとする。 
５．収入を伴う事業については、その事業の経費の総額から、その収入を控除した額を事業費とする 

ことができるものとする。 
 

第６章 雑則 
（規程の改廃） 
第 21 条 この規程は、理事会の承認により改廃することができる。 
 
附則 
 この規程は、平成 21 年 11 月 14 日から施行する。 

 この改定規程は、平成 23 年４月１日から施行する。 

 この改定規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 
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市民センター管理運営規程 

 
第１章 総則 

（目的） 
第１条 この規程は、桔梗が丘自治連合協議会規約（以下「規約」という。）第 7 章の規定に基づき、

桔梗が丘自治連合協議会（以下「協議会」という。）が、名張市の指定管理者制度により行う市民セ

ンターの管理運営について、必要な事項を定める。 
（対象施設） 
第２条 市民センターとは、桔梗が丘市民センター及び桔梗が丘南市民センターをいう。 
 

第２章 管理運営 
（管理運営） 
第３条 市民センターの管理運営は、社会教育法等の関係法令及び名張市市民センター条例等並びに

市民センター指定管理者協定書等に基づき、善良なる管理者の注意をもって行うものとする。 
 

第３章 市民センター長 
（市民センター長の選出） 
第４条 市民センター長（以下「センター長」という。）は、桔梗が丘地区の住民で、社会教育及び市

民センターの運営に理解があり、事業に熱意のあることを条件に、公募及び推薦による応募者から、

次条に規定するセンター長選考委員会（以下「選考委員会」という。）で、センター長候補者１名を

決定する。 
２ 前項のセンター長候補者は、理事会の承認を得て、協議会の会長が、センター長に任命する。 
（選考委員会） 
第５条 センター長を選出する場合は、その都度、選考委員会を設置しなければならない。 
２ 選考委員会の委員（以下「選考委員」という。）の定数は、７名以内とし、協議会の会長が委員長 
となる。 

３ 選考委員は、市民センター運営審議会委員及び市民センター運営委員会委員並びに協議会理事等

の中から協議会の会長が委嘱する。 
４ 選考委員の氏名は、理事会に報告しなければならない。 
（センター長の責務） 
第６条 センター長は、社会教育法等の関係法令及び名張市市民センター条例等並びに市民センター

指定管理者協定書等を遵守すると共に、市民センターの社会的役割を認識し、地域の文化振興及び

生涯学習等の適切な事業を行い、その責務を果たすものとする。 
（センター長の任期） 
第７条 センター長の任期は、１期３年とし、再任を妨げない。ただし、任期の限度は、原則２期と

する。 
（センター長の勤務） 
第８条 センター長は、半日単位で週３日の勤務とする。 
（センター長の職務） 
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第９条 センター長は、指定管理者制度の本旨に従い、市民センターの施設管理及び業務全般を統括

するものとする。 
（センター長の報酬） 
第 10 条 センター長の報酬は、理事会で定める。 
（センター長の解任） 
第 11 条 センター長として不適格と判断される状況が生じた場合は、協議会の会長は、市民センター

運営審議会に諮問するものとする。 
２ 協議会の会長は、市民センター運営審議会の答申に基づき、理事会の承認を得て、センター長を

解任する事ができる。 
３ 前項の場合、市民センター運営審議会及び理事会において、センター長に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 
 

第４章 市民センター運営審議会 
（目的） 
第 12 条 市民センター運営審議会（以下「審議会」という。）は、別に定める「市民センター運営審

議会規則」に従い、市民センターがその社会的役割を果たすため、市民センターの運営方針等その

基本的事項及び協議会と市民センターとの連携活動について審議し、協議会とセンター長及び職員

が、認識を共有することを目的とする。 
２ 審議会は、必要に応じ、その審議の内容を、理事会に報告するものとする。 
 

第５章 市民センター運営委員会 
（目的） 
第 17 条 市民センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）は、市民センターの運営の適正を

期するため、具体的な運営内容等について、センター長の諮問に答申する他、意見を具申し又は建

議することができる。 
２ センター長は、前項の答申及び意見は、これを尊重しなければならない。 
（委員の委嘱） 
第 18 条 委員の定数は、２０名以内とし、センター長が委嘱する。 
２ 委員の構成は、原則として次のとおりとする。 
（１）地域内に設置された保育園、幼稚園、小学校、中学校の代表者１名（輪番制） 
（２）桔梗が丘自治連合協議会から若干名 
（３）市民センターサークル参加者の中から若干名 
（４）市民センター事務局代表 
（５）学識経験者の中から若干名 
（６）その他センター長が必要と認める者 
３ 運営委員会は、次の役員を置くことができる。 
（１）委員長  １名 
（２）副委員長 ２名 

（３）書記   １名 
４ 運営委員会の役員は、委員の互選により選出する。 
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（委員の任期） 
第 19 条 委員の任期は、毎年４月１日から翌年３月３１日まで１年とする。 
２ 委員の再任は、妨げない。 
３ 任期満了前に退任した委員の補欠又は増員された委員の任期は、他の在任委員の任期の残任期間 
と同一とする。 

（運営委員会の会議） 
第 20 条 運営委員会は、必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。 
２ 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 
３ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。 
 

第６章 雑則 
（規程の改廃） 
第 21 条 協議会の会長は、この規程を改正又は廃止しようとする場合は、事前にセンター長と協議す

るものとする。 
２ この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 
附則 
この規程は、平成 21 年 11 月 14 日より施行する。 

この改正規程は、平成 22 年４月１日から施行する。 

この改定規程は、平成 23 年４月１日から施行する。 

この改定規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 
 



桔梗が丘の人口と世帯数    平成２８年４月１日現在 

町名 世帯数 
人口 

総数 男性 女性 

桔梗が丘 1番町 290 599 273 326

桔梗が丘 2番町 518 1,236 592 644

桔梗が丘 3番町 430 974 439 535

桔梗が丘 4番町 509 1,125 522 603

桔梗が丘 5番町 1,028 2,457 1,208 1,249

桔梗が丘 6番町 266 618 298 320

桔梗が丘 7番町 299 631 286 345

桔梗が丘 8番町 391 919 437 482

桔梗が丘地区計 3,731 8,559 4,055 4,504

桔梗が丘南 1番町 219 496 227 269

桔梗が丘南 2番町 147 334 158 176

桔梗が丘南 3番町 229 538 254 284

桔梗が丘南 4番町 21 44 20 24

桔梗が丘南地区計 616 1,412 659 753

桔梗が丘西 1番町 176 484 237 247

桔梗が丘西 2番町 118 339 163 176

桔梗が丘西 3番町 338 986 471 515

桔梗が丘西 4番町 240 697 350 347

桔梗が丘西 5番町 149 494 245 249

桔梗が丘西 6番町 185 541 264 277

桔梗が丘西 7番町 111 332 173 159

桔梗が丘西地区計 1,317 3,873 1,903 1,970

合 計 5,664 13,844 6,617 7,227

 

桔梗が丘自治連合協議会事務局（桔梗が丘市民センター内） 

名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地の４ 

電話番号 ０５９５－６５－１２０６ 

メールアドレス   kikyou-ko@emachi-nabari.jp 

ホームページアドレス http://www.kikyogaoka.jp/index.html 

桔梗が丘市民センターホームページアドレス 

http://www.emachi-nabari.jp/kikyou/kouminkan/index.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


